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第１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施について

平成 19 年 6 月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（平成 20 年 4

月 1 日施行）が改正され、教育委員会は、その教育行政の事務事業の執行管理

について自己点検及び評価を行い、その結果に関する報告を作成し、議会に提

出するとともに、公表することとされました。

また、点検及び評価を行うに当たりましては、教育に関し学識経験を有する

者の知見の活用を図るものとされています。

清瀬市教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資する

とともに、市民への説明責任を果たすため、「教育委員会の点検・評価」を実施

し、報告書として取りまとめたものです。

第２ 清瀬市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価の目的及び実施方針について

１ 点検及び評価の対象と目的

この点検及び評価は、平成 18年度に策定した「清瀬市教育総合計画マス

タープラン」の基本方針に基づく主要施策について、平成 25年度に実施し

た事務事業を対象に行い、施策の取り組み状況及び今後の取組の方向性を

明らかにすることにより、平成 27年度までの到達目標に向かって計画的・

継続的な取り組みができるように、効果的な教育行政を進めます。

２ 点検及び評価の実施方針

(1) 点検及び評価は、前年度の清瀬市教育総合計画マスタープランの基本方

針に基づく主要施策の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組の

方向性を示すものとし、毎年１回実施する。

(2) 点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るため、施策及び事業の進捗状況等について意見を聴取す

る機会を設けるものとする。

【清瀬市教育総合計画マスタープラン】

「活き活きと学び合う清瀬」を実現するために、基本方針と目標達成のため

の 5 つの柱立てをして、平成 18 年度から 27 年度までの 10 年間の教育を集中

的・計画的に実施していくための数値目標を定めています。

この計画は 10 年間の長期に及ぶため、社会の状況の変化等により、事業の

見直しを迫られることが予想されることから、新たな課題に対応していくため

策定から 5年後の平成 22年度に目標設定の見直しを行いました。
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第 3 基本方針と目標達成のための５つの柱

                       （清瀬市教育総合計画マスタープラン）

１ 基本方針

  

21 世紀の清瀬市は、市民一人ひとりを大切にし、人と人とのつながりをは

ぐくみ、市民と行政が協働するまち、川や農地や雑木林等のかけがえのない美

しい自然と、医業・福祉施設の集積を活用しながら、だれもが安心して快適に

生活できるまちを目指しています。

このようなまちづくりを実現するための教育の果たす役割は、市民一人ひと

りが活き活きと学び合う姿を実現することにあると考えます。

「活き活き」とは、自己満足のレベルに留まらず個々に身に付けているも

のを互いに学び合いながら、活力のある活発な活動を展開する姿であります。

また、教育の現状を分析しますと、今までの教育が培ってきた「勤勉さ」「正

義感」「生活習慣」「規範意識」等への価値の軽視が、さまざまな教育課題と

なっていることから、当たり前のことを当たり前にできる教育を徹底させる

必要があります。

そこで、10 年後の清瀬の教育の姿を「活き活きと学び合う清瀬」を基本理

念として、「当たり前のことを当たり前にできる教育」を徹底していきます。

そして、学校教育と生涯学習、他部署との連携を統合させながら、５つの柱

を立て、事業を展開していきます。

○ 活き活きとした学び合いができる教育環境を実現します。

○ 当たり前のことを当たり前にできる教育を徹底します。

○ ５つの柱で事業を展開します。

（１）地域と共に子どもを育む清瀬

（２）基本的な生活習慣を育む清瀬

（３）美しい緑・自然と文化を誇る清瀬

（４）学校が自信をもち信頼される清瀬

（５）生涯学び社会に貢献する清瀬
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２ 目標達成のための５つの柱

活き活きと学び合う清瀬の教育を実現するために「５つの柱」で取り組み

ます。

（１）地域と共に子どもを育む清瀬

地域社会の大人一人ひとりが積極的に関わって、学校や家庭そして地域社

会が互いに支え合うことが、だれもが安心して生活できるまちづくりの基本

と考えます。

また、教育の基本である「子どもは地域の中で育てる」という理念のもと

に、清瀬ならではの取組をさらに充実・発展させていきます。

（２）基本的な生活習慣を育む清瀬

人が自律して生活していくために最も重要なことは、基本的な生活習慣を

身に付けることです。乳幼児期の保育から、児童・生徒期での教育、成人教

育とあらゆる場面で機会を捉えて、当たり前の生活習慣が当たり前にできる

ように意識の啓発を図っていくことが求められます。

また、市民が健康で活力のある生活を送れるように健康教育、食育等の

取組を一層充実させていきます。

（３）美しい緑・自然と文化を誇る清瀬

清瀬がもっている美しい緑や水、昔ながらの伝統行事は先人の残してくれ

た財産です。この財産を教育環境として見直し、清瀬の豊かな自然や風土、

歴史等への理解を深めることによって、郷土を愛する心を育成することは、

清瀬市民としての自覚を持っていただく上での極めて重要なことです。

○ だれもが参画し学び合える地域社会を進めていきます。

○ 地域が子どもを育てる取組を充実・発展させていきます。

○ 人として当たり前にできる生活習慣を徹底していきます。

○ 健康教育・食育等を一層充実させていきます。
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このことは、学校教育から生涯学習にわたる広範囲の取組として統合化

させ、推進していく必要があります。

（４）学校が自信を持ち信頼される清瀬

学校の役割は、「確かな学力」「豊かな人間関係」「健康・体力の増進」等

を子どもたちに身に付けさせることです。

このためには、正しい生活習慣や学習習慣を当たり前のこととして徹底し

て身に付けさせ、指導力の優れた教師を育成する施策を考えなければなりま

せん。

そして、保護者と地域と一体となった信頼される学校をつくります。

（５）生涯学び社会に貢献する清瀬

急速に変化する現代社会では、既存の知識や技能を学ぶ一方、新たな事柄

も獲得していく必要があります。

市民の方々が個々に身に付けられている専門的な知識や技能を共有化し、

社会に貢献できる環境やしくみづくりを進めていきます。

○ 清瀬の自然や文化を誇る市民を育成します。

○ 学校教育から生涯学習までの取組を統合化していきます。

○ 子どもに｢確かな学力｣「豊かな人間関係」等が身につくよ

う鍛えます。

○ 保護者・地域に信頼される学校をつくります。

○ 互いに学び合える環境づくりをより一層進めていきます。

○ 社会貢献へのしくみづくりを確立します。
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第 4 清瀬市教育委員会教育目標（平成 26 年度）

清瀬市教育委員会は、平和と人間を愛し人権を尊重する精神を基調とし、国家及び

社会の形成者として、また広く国際社会に生き、生涯にわたって学び続ける市民とし

て、一人一人が活き活きと学び合う喜びを実感できる教育を推進するとともに、市の

基本理念である「手をつなぎ 心をつむぐ みどりの清瀬」の実現に向けた取り組み

の充実を図る。

そのために、清瀬独自の取組として、「当たり前のことを当たり前にできる教育」

を徹底することを根幹に置き、以下の基本方針を設定する。

１ 互いの人格を尊重し、自他の生命を大切にするとともに、思いやりと規範意識を

もって行動できる人間を育成する。

２ 基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け、自ら考え、判断し、表現できる人間

を育成する。

３ 家庭・学校・地域が積極的に関わり合いながら、互いに支え合い、学び合える人

間を育成する。

４ 健康で活力のある生活を送ることができるよう、基本的な生活習慣を身に付けた

人間を育成する。

５ 清瀬の豊かな自然や風土、歴史、文化財等への関心を深め、郷土を愛する人間を

育成する。

６ 生涯学習及び生涯スポーツの環境づくりを一層進め、社会に貢献できる人間を育

成する。

そして教育は、しつけや社会性の基礎を身に付ける家庭、自立と責任ある取

り組みを通して知・徳・体を育む学校、様々な体験を通して人間関係を作る力

や社会におけるルールを学ぶ地域、それぞれが責任をもち、互いに連携して取

り組むことが重要であることを強く認識し、社会総がかりで子供の全人的な成

長を実現する。

１ 互いの人格を尊重し、自他の生命を大切にするとともに、思いやりと規範

意識をもって行動できる人間を育成する。

      

   「命を大切にする清瀬」を理念として新たに掲げ、すべての子供たちに、

人権尊重の理念を正しく理解させるとともに、自他の生命を尊重し、思

いやりや規範意識をはぐくむ教育を推進する。  
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（１）人権尊重の精神を培い、あらゆる偏見や差別を許さず、様々な人権課題

の解決に向けた教育を推進する。

（２）教育活動全体を通して、子供たちの自尊感情を高め、自他の生命を尊重

し、命を大切にする心の教育の充実を図る。     

（３）家庭や地域と連携を図りながら、道徳教育を充実し、子供たちの内面に

根ざした道徳性を養う。

（４）互いに認め合い、共に学び合う学校づくりを進め、関係機関と連携・協

力し、いじめ・不登校・暴力行為等の健全育成上の課題解決を図る。

２ 基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け、自ら考え、判断し、表現でき

る人間を育成する。               

教師の指導力向上や学習環境の整備を通して、全ての子どもたちの生活習

慣や学習習慣を身に付けさせる。

    

（１）習熟度別指導を充実し、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付

けさせるとともに、一人一人の興味・関心や習熟の程度に応じた指導を

確実に展開する。

（２）教育活動全体を通して言語活動の指導を推進し、知的活動やコミュニケ

ーション、感性・情緒の基盤となる言語能力の育成を図る。

（３）「読書の清瀬」を掲げ、蔵書の充実、学校図書館の環境整備を進めるとと

もに、図書館運営支援員等の活用を一層充実させ、児童・生徒の自主的・

主体的な学習や読書活動を推進する。

（４）「スポーツの清瀬」を掲げ、教育活動全体を通して、体育・健康に関する

指導の充実を図る。

（５）特別支援教育推進計画に基づき障害のある子供が一人一人のニーズに応

じた教育を受けられるよう、関係機関との連携等を通して、特別支援教

育のさらなる充実を図る。

（６）保・幼・小接続カリキュラムの開発を通して、保育園・幼稚園・小学校

との連携を深めるとともに、就学前から就学後までの一貫した指導の充

実を図る。

（７）小学生からの９年間にわたるキャリア教育を推進し、一人一人の発達や

社会人・職業人としての自立を促す教育を推進する

（８）教師のライフステージに応じた研修体制を充実するとともに、教育課題
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を解決するための研究を推進し、成果の普及啓発を図ることで、教師の

充実を図る。

３ 家庭・学校・地域が積極的に関わり合いながら、互いに支え合い、学び合

える人間を育成する。

広報活動や関係機関との連携を充実し、だれもが安心して生活できるまち

づくりの実現を目指し、地域の大人一人一人が教育に積極的にかかわり、家

庭・学校・地域が互いに支え合う取り組みを推進する。

（１）子供が安全で安心な学校生活を送ることができるよう、学校の危機管理

体制を充実させるとともに、家庭・学校・地域及び関係諸機関との連携

を密にして、虐待や交通事故等子供の安全確保と事故防止等の徹底を図

る。

（２）ホームページ、学校便り及び教育委員会だより等による広報を充実させ、

市民への積極的な情報発信に努める。

（３）学校運営連絡協議会や円卓会議等の充実を図ることで、家庭・学校・地

域が青少年の規範意識、正しい判断力等の社会性の育成を図る。

（４）「清瀬教育の日」の充実や学校評価の適正な実施など、地域に開かれた学

校を目指すとともに、保護者や地域の学校教育への参加・協力により教

育活動の充実を図る。

４ 健康で活力のある生活を送ることができるよう、基本的な生活習慣を身に

付けた人間を育成する。

生涯にわたって市民が健康で活力のある生活を送ることができるよう意

識啓発・環境づくりに努めるとともに、子供たちの基本的生活習慣の基盤と

なる健康教育、食育等の取り組みの充実を図る。

（１）市報やホームページによる啓発活動を通じて、市民の健康に関する意識

啓発を進めるとともに、家庭・学校・地域が連携して、子供たちの健康

保持増進及び体力の向上を図る。
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（２）関係部署が連携し、乳幼児期から学齢期までの家庭を対象に、講座や講

演会を開催し、安心して子育てができる事業を推進する。

（３）基本的生活習慣を確立するための基盤となる「食」の充実を図り、心身

の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事の取り方を理解し、

基盤となる学校給食を通して、生涯にわたり自らが健康管理できる能力

を身に付けるとともに地場産物の活用等により食育を推進する。

５ 清瀬の豊かな自然や風土、歴史、文化財等への関心を深め、郷土を愛する

心をもつ人間を育成する。

清瀬が有している美しい緑や水、昔ながらの伝統行事は、先人の残して

くれた貴重な財産である。この財産を教育環境として活用し、清瀬の豊か

な自然や風土、歴史、文化財等への理解を深めることによって、郷土を愛

する心を育成する。

（１）緑豊かな地域の自然を活かした環境教育の推進や文化、伝統を大切にし

た教育の充実を図る。

（２）生活体験活動を軸に年中行事や衣食住等、清瀬に伝わる郷土文化を学習

し、その普及と伝承に努める。

（３）既存の文化財資料を整理･再構築し、講座やインターネット等を通して、

広く市民が活用できるように努める。

（４）道徳教育資料の作成・活用を通して、児童・生徒に郷土を愛する心を育

成する。

（５）郷土博物館と学校教育の連携を図り、郷土博物館の展示や資料が積極的

に活用されるよう努める。

６ 生涯学習及び生涯スポーツの環境づくりをより一層進め、社会に貢献でき

る人間を育成する。

急速に変化する現代社会に対応するため、市民が個々に身に付けている専

門的な知識や技能を共有化し、社会に貢献できる環境や仕組みづくりを構築

する。

（１）情報収集と発信システムを活用し、生涯学習への積極的な参加を促進す
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る。

（２）シニア世代が生きがいをもち、豊かな生活を送るために生涯学習の機会

を充実させる。また、人材の発掘に努め、人材バンクの充実を図る。

（３）図書館ボランティアを育成し、市民協働の図書館運営を推進して図書館

利用の拡大に努める。

（４）図書館と学校や関係機関が連携を図り、子供の読書活動を積極的に支援

する。

（５）市民が利用・活動できる公共施設等をさらに充実させ、生涯学習・生涯

スポーツの環境づくりに努める。

（６）青少年の豊かなスポーツライフを実現させ、生涯にわたって運動に親し

む資質や能力を育成する。

（７）生涯スポーツとしてのスポーツ・レクリェーション活動の取り組みを充

実させ、市民の積極的な参加を促進する。



10

                                                                               

第５ 清瀬市教育委員の活動状況（平成２６年度）

１ 教育委員の構成

職  名 氏   名 任   期 備    考

委員長 松村  重樹
自 平成 24 年  4 月 1 日

至 平成 28 年  3 月 31 日

委員長任期

自 平成 26.4. 1

至 平成 27.3.31

委員長

職務代理
植松  紀子

自 平成 24 年  4 月  1 日

至 平成 28 年  3 月 31 日

職務代理任期

自 平成 26.4. 1

至 平成 27.3.31

委 員 稲田  瑞穂
自 平成 25 年  4 月 16 日

至 平成 29 年  4 月 15 日

委 員 伊豆倉 和惠
自 平成 22 年 10 月 1日

至 平成 26 年  9 月 30 日

委 員 宮川  保之
自 平成 26 年 10 月 1日

至 平成 30 年  9 月 30 日

教育長 坂田  篤
自 平成 24 年 10 月 11 日

至 平成 28 年  9 月 30 日

２ 教育委員会定例会・臨時会

毎月 1 回定例会を、必要に応じて臨時会を開催。議案、協議、報告事項等を審議した。

実  施  日 主 な 審 議 項 目

第１回臨時会

平成 26年 4月 1日
議案第 ７号 清瀬市教育委員会教育長の任命について

４月定例会

平成 26 年 4月 25日

議案第 ８号 事務の臨時代理の承認について（清瀬市教育委員会

事務局職員の任免について）

議案第 ９号 平成２６年度清瀬市立学校教育課程について

議案第 １０号 平清瀬市立第七小学校けやき学級使用教科用図書

の変更について

議案第 １１号 清瀬市社会教育委員の選任について

議案第 １２号 清瀬市立図書館協議会委員の選任について

・平成２６年度清瀬市教育委員会重点事業について

・平成２７年度使用小学校及び小・中学校特別支援学級教科用図

書採択について

・平成２６年研究指定校・各種委員会等について

・平成２６年度授業参観・学校公開日、小・中学校行事予定に

ついて

・平成２６年度教育委員会訪問の日程調整について
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実  施  日 主 な 審 議 項 目

４月定例会

平成 26年 4月 25 日

・平成２６年度指導課関係職員配置一覧について

・いじめ調査月例報告について

５月定例会

平成 26年 5月 16 日

・教科書採択の日程について

・清瀬市いじめ防止基本方針策定について

・放課後補習教室について

６月定例会

平成 26 年 6月 20 日

・市長への手紙・メ―ル等について

・平成２６年度清瀬市教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行状況の点検及び評価（平成２５年度分）について

・執行状況報告について

・いじめ調査月例報告について

・長期総合計画策定審議会委員の推薦について

７月定例会

平成 26 年 7月 18日

議案第 １３号 清瀬市奨学貸付資金条例施行規則の一部を改正す

る規則について

・いじめ調査月例報告について

・清瀬市いじめ防止基本方針について

・図書館開設４０周年記念事業について

・郷土博物館開設３０周年記念事業について

８月定例会

平成 26 年 8月 22日

議案第１４号 平成２７年度清瀬市公立小学校使用教科用図書の

採択について

議案第１５号 平成２７年度清瀬市公立小・中学校特別支援学級使

用教科用図書の採択について

議案第１６号 平成２６年度清瀬市教育委員会の権限に属する事

務の管理及び執行状況の点検及び評価について（平成２５年度分）

・いじめ調査月例報告について

・平成２６年度清瀬市行政評価に伴う外部評価について

９月定例会

平成 26 年 9月 30 日

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律について

・いじめ調査月例報告について

・執行状況報告について

・清瀬市公立学校事務の共同実施について

・企画展「彫刻家 澄川喜一とスカイツリーR」について

・清瀬市いじめ防止行動計画について

・図書館開設４０周年記念事業について

１０月定例会

平成 26 年 10 月 17 日

議案第１７号 清瀬市教育委員会委員長職務代理者の指定につい

て

・清瀬市就学援助事務取扱要領の一部改正について

・平成２６年度教育委員会重点事業中間報告について

・いじめ調査月例報告について

・東京都市町村教育委員会連合会理事の選任について

・中学校の学校選択制受入枠について
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実  施  日 主 な 審 議 項 目

１１月定例会

平成 26年 11 月 19 日

・清瀬市教育マスタープランについて（第２次）の検討状況につ

いて

・いじめ調査月例報告

・第６回石田波郷俳句大会の報告について

・平成２７年成人記念式典について

・清瀬教育の日に係る実施状況について

１２月定例会

平成 26 年 12 月 11 日

議案第１８号 清瀬市教育委員会表彰について

議案第１９号 清瀬市文化財保護審議会委員の選任について

・平成２７年度清瀬市教育委員会教育目標について

・執行状況報告について

・いじめ調査月例報告について

・平成２７年度新入生の状況について

・平成２７年度教育課程編成方針について

・東京都児童・生徒の学力向上を図るための調査結果について

・生涯学習講座の応募状況について

１月定例会

平成 27 年 1月 16日

議案第１号 平成２６年度清瀬市教育委員会教育目標について

議案第２号 清瀬市公立小・中学校特別支援学級使用教科用図書の

変更について

・いじめ調査月例報告について

・平成２６年成人記念式典の実施報告について

２月定例会

平成 27 年 2月 13日

・平成２７年度教育予算案の概要について

・清瀬市コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例について

・清瀬市立科山荘の指定管理者の指定について

・いじめ調査月例報告について

３月定例会

平成 27 年 3月 25 日

議案第３号 清瀬市教育委員会委員長の選挙について

議案第４号 清瀬市教育委員会委員長職務代理者の指定について

議案第５号 清瀬市スポーツ推進委員の選任について

議案第６号 平成２７年度清瀬市立学校教育課程について

・平成２６年度教育委員会重点事業（最終報告）について

・執行状況報告について

・いじめ調査月例報告について

・清瀬市総合教育会議設置要綱案について

・特色ある学校づくり事業について

３教育委員会学校訪問

教育委員・教育部長・指導課長・統括指導主事・指導主事が学校を訪問し、日頃の教育活動

及び各学校の特色や課題について、授業の参観や協議を行った。
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実 施 日 学 校 名 研  究  内  容

平成 25 年 5月 21 日（水) 清瀬第五中学校 特別支援教室について

      5 月 30 日(金) 清瀬第十小学校 人権尊重教育について

      6 月 18日(水) 清瀬第八小学校 学力向上について

      6 月 20日(金) 清瀬第七小学校 学力向上について

    7 月 1日(火) 清瀬中学校 学力向上について

    7 月 16 日(水) 清瀬第三中学校 学力向上（自尊感情）について

    9 月 24 日(水) 清瀬第三小学校 特別支援教育について

    9 月 30 日(火) 芝山小学校 学力向上（言語能力）について

    10 月 22日(水) 清瀬第二中学校 特別支援教育について

    10 月 27日(月) 清瀬小学校 インクルーシブ教育について

11 月 10 日(月) 清瀬第四中学校 学力向上（言語能力）について

11 月 19 日(水) 清瀬第六小学校 学力向上（言語能力）について

11 月 26 日(水) 清明小学校 ＩＣＴ機器の活用について

12 月 15 日(月) 清瀬第四小学校 学力向上（算数指導）について

４ 研究発表会への出席

教育委員・指導課長・統括指導主事・指導主事が出席し、研究内容の把握に努め指導講

評を行った。
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実施日及び指定校 研究指定校名 研 究 主 題

平成27年1月17日 (月)

清瀬市立第四中学校
東京都教育委員会言語能力向上拠点校

自ら考え表現する生徒の育成
～表現活動の充実を通して～

平成27年1月23日 (金)

清瀬市立清瀬小学校
東京都教育委員会言語能力向上拠点校 ともに伝え合い学び合う授業の創造

平成27年1月30日 (金)

清瀬市立第六小学校
清 瀬 市 教 育 委 員 会 教 育 課 題 研 究

確かな読みの力を身に付けるための基礎基本の指導
~説明文の読みの指導を通して～

平成27年1月30日 (金)

清瀬市立芝山小学校

清 瀬 市 教 育 委 員 会 教 育 課 題 研 究

東京都教育委員会言語能力向上拠点校

自分の思いや考えを進んで伝え合おうとする教育の育成

～国語科～「話すこと。聞くこと」の学習を通して

平成27年2月13日 (金)

清瀬市立第八小学校
東京都教育委員会理数教育フロンティア

共通のテーマ

小中連携による基礎的・基本的な学力の向上を目指した実践研究

八小

思考力・判断力・表現力を培うための、基礎的・基本的な学習の取り入れ方

清中

反復学習と板書の工夫による気Ｓ的・基本的な学力の向上

平成27年2月13日 (金)

清瀬市立清瀬中学校
東京都教育委員会理数教育フロンティア

５  教育委員の視察研修等

教育委員を対象とした研修会に参加し、教育行政に対する見識を広めた。

事 業 名 実 施 日 場   所 内    容

東京都教育施策

連絡会
平成 26年 4月 10 日(木) 都庁

平成 26 年度の東京都教育

委員会の施策説明等

東京都市町村教

育委員会連合会
5月 1日(木) 東京自治会館

平成 26 年度第 1 回常任理

事・理事会

東京都市町村教

育委員会連合会
5月22日(木) 東京自治会館

第 58 回定期総会・情報交

換会

東京都市町村教

育委員会連合会
8月26日(木)

東京自治会館
第 2 回理事会

第 1 回理事研修会

「多摩地区おける教育課題

の解決に向けて」

東京都市町村教

育委員会連合会

管外視察研修会

10月 10 日(金)

予科練平和記念館

サイエンス・スクエ

アつくば

地質標本館 他

宇宙航空研究開発機構筑波

宇宙センター見学等

東京都市町村教

育委員会連合会

第 3 ブロック研

修会

12月 19 日(金)
東大和市立郷土博物館

（東大和市）

「プラネタリウム投影機メ

ガスターⅡＢとステラドー

ムプロの機能について」

・ガイドツアー 他
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事 業 名 実 施 日 場   所 内    容

東京都市町村教

育委員会連合会
平成 27 年 1月 22 日(木) 東京自治会館

平成26年度第3回常任理事

会

平成 26 年度第 3回理事会

第 2回理事研修会

東京都市町村教

育委員会連合会
2月 5日(木) 東京自治会館

平成 26 年度連合会研修会

「日本社会の変容と教育の

課題」

講師 本田 由紀氏

６ 教育委員の諸行事への出席

学校教育関係、生涯学習関係等の各行事に出席し、現場の状況や実態の把握に努めた。

実 施 日 行事名 場       所

平成 26 年 4月 7 日(月) 小学校入学式 各小学校

      4 月 8 日(火) 中学校入学式 各中学校

5月10日 (土) 学校公開日 第三小学校・第八小学校・第三中学校

5月18日 (日) 

第 31 回清瀬市立

小・中学校陸上記

録会兼第 10回フ

ァミリー・個人競

技会

国立看護大学校

5月24日 (土) 運動会 第三小学校・第七小学校

5月31日 (土) 運動会
芝山小学校・清瀬中学校・第二中学校・

第三中学校

6月10日 (火) 運動会 第四中学校

6月14日 (土) 運動会 第五中学校

6月23日 (月) 
赤ちゃんのチカラ

プロジェクト
第三中学校

7月14日 (月) 放課後補習授業 第六小学校・第八小学校

8月23日 (土) 
小・中学校水泳記

録会
下宿市民プール

8月25日 (月) 放課後補習授業 第三中学校・第五中学校

9月20日 (土) 授業公開 第四中学校

9月23日 (火) 中学校連合音楽会 けやきホール

9月27日 (土) 運動会
清瀬小学校・第四小学校・第六小学校・第八

小学校・第十小学校
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実 施 日 行事名 場       所

10月4日 (土) 運動会 清明小学校

10月4日 (土)

企画展「彫刻家澄

川喜一と東京スカ

イツリー○Ｒ」

郷土博物館

10月5日 (日)

清瀬市立図書館

40 周年記念事業

「阿刀田高氏講演会」

アミューホール

10月17日(金) 小学校連合運動会 第四小学校・第七小学校・第八小学校

10月23日(木) 

～25 日 (土)
清瀬教育の日 全・小中学校

10月25日(土) 合唱コンクール 第三中学校・第四中学校

10月26日(日) 石田波郷俳句大会 けやきホール

11月 2日（日）       

第 33 回清瀬市少

年少女サッカー大

会

下宿第三サッカー場、内山サッカー場

11月 8日(土)
私の体験・主張発

表会
けやきホール

11月14日(金)
清瀬美術家展レセ

プション
郷土博物館

11月15日(土) 学校公開 清瀬中学校

12月24日（水)

清瀬の 100冊読書

感想文コンテスト

表彰式

中清戸地域市民センター

平成27年 1月 11日 (日) 成人式 けやきホール

    1月17日 (土) 学校公開 第四中学校

    1月31日 (土) 授業公開・展覧会 清明小学校

2月 3 日 (火)
北多摩地区公立中

学校美術展
郷土博物館

2月 7 日 (土) 学校公開 第二中学校

2月 7 日 (土)
スーパードッヂボ

ール大会
市民体育館（3・4 年の部）

2月 8 日 (日)
第 6 回中学生駅伝

大会
味の素スタジアム

2月9日 (月)
清瀬市教育委員会

表彰式典
健康センター

2月14日 (土)
スーパードッヂボ

ール大会
市民体育館（5・6 年の部）

2月21日 (土) 命の教育フォーラム けやきホール
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実 施 日 行事名 場       所

  3 月 7日 (土)
なでしこリーガーに

よるサッカー教室
下宿第三サッカー場

3月20日 (木) 中学校卒業式 各中学校

3月25日 (火) 小学校卒業式 各小学校

７ 教育委員として就任している他の組織の委員等

各組織の運営 等に関し、教育的な見地から助言を行うため、委員等に就任している。

組 織 名 任   期 委 員 名

清瀬市男女共同参画センタ

ー運営委員会委員
平成 26 年 4月～28 年 3月 植松 紀子委員

清瀬市民生委員推薦委員会

委員
平成 25 年 4月～28 年 3月 松村 重樹委員

清瀬市長期総合計画策定審

議会委員
平成 26年 7月～27 年 3月 松村 重樹委員

清瀬子ども・子育て会議委

員
平成 25年 8月～27 年 7月 植松 紀子委員

東京都市町村教育委員会連

合会理事
平成 26 年 5月～28 年 5月 植松 紀子委員
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第６ 重点事業と具体的施策の取り組み状況及び今後の方向性

教育総合計画マスタープランは「活き活きと学び合う清瀬」を実現するために、平成18年度か

ら27年度までの10年間の数値目標を定めています。

しかし、10年間に及ぶ長期計画のため、社会状況の変化等により、新たな課題に対応していく

必要が予測されることから、策定から5年後の平成22年度を調整年度に設定しています。

ついては、平成２２年度までの重点事業の達成状況等を検証する中で、平成２７年度までの後

期５年間の数値目標の見直しを行ったものです。

点検・評価に当たり、重点事業の進捗状況を明確にするため、平成22年度の施策の取り組み状

況と、平成27年度までの到達目標に対する取り組みの方向性を記入し、今後計画的・継続的に取

り組んでいきます。

事業によっては、現時点で数値的な目標が設定できないものもありますが、これらについては、

今後、随時検討して具体化していきます。

また、平成18年度の計画策定以降に、組織改正等により所管が変更になっている事業もありま

すので、現在の事業を所管している課名を（ ）で表示しています。

1 地域と共に子どもを育む清瀬

（１）地域とのつながりを作るコミュニティはぐくみ円卓会議      （企画課）

小学校区を単位として、子育て、健全育成等地域がかかえる課題を解決するための組織づ

くりを進めます。

具体的施策 小学校区にコミュニティはぐくみ円卓会議設置 連絡会の組織体制づくり

開 始 年 度 平成17年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・円卓会議数 １区域

・会議開催  年６回

・校区数  ２小学校区

・会議開催  年１２回

・校区数  ７小学校区

・会議開催   年１２回

【平成２６年度の取り組み状況】

     <六小校区コミュニティはぐくみ円卓会議>

     ・コミュニティはぐくみ円卓会議から発足した六小地区自治会連合会の主催で、六小

地区ふれあい円卓会議として交流会を５回開催しました。

     ・六小地区の皆さんが顔見知りになり、絆を深めることを目的に、１０月に住民交流

会を開催しました。

     ・地域の情報やイベントを集めた地域新聞「うめのたけ」を月１回発行し、地域の皆

さん（約４，５００世帯）に配布しました。

      <七小校区コミュニティはぐくみ円卓会議>

     ・清瀬高校で「地域防災の若い担い手『清高生』を応援しよう」をテーマに「七小円

卓・防災フェアin清瀬高校」を７月に開催し、校庭の芝生を通じて地域の結びつき

を考えることを目的とした「七小芝生まつり」を１１月に実施しました。

     ・コミュニティはぐくみ円卓会議を１０回開催しました。

      <三小校区コミュニティはぐくみ円卓会議>

     ・平成２４年３月１５日第三小学校区で、コミュニティはぐくみ円卓会議の取り組み

が始まり、地域の課題について話し合われています。
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・コミュニティはぐくみ円卓会議を１２回開催しました。

・ウォ―キングと下校時の児童を見守ることを兼ねた見回りウォ―キングを実施し、

課題や進め方について話し合いを行いました。

・「三小わいわい広場」へ円卓会議メンバーとして参加。協力体制について話し合いを

行いました。

<芝小・四小校区合同コミュニティはぐくみ円卓会議>

     ・平成２６年９月１５日から、「四中校区円卓会議」として立ち上げ地域の情報交換や

身近に役立つ情報「ワンポイント講座」を行いました。

・芝小・四小校区合同円卓会議として４回、四中校区円卓会議として３回、四中円卓

代表者会議として５回開催しました。

<清小・八小・十小・清明小校区プレ円卓会議>

・地域活動に携わっている方や関心をお持ちの方々に円卓会議の周知と交流のきっか

け作りとして「プレ円卓会議ふわっと＠地域交流会」を各校区で行いました。

・地域の困りごとや解決方法についてワークショップ形式で話し合いを行いました。

    【今後の取り組みの方向性】

     ・コミュニティはぐくみ円卓会議では、引き続き地域の人たちの横のつながりをつく

り、地域に存在する課題の解決に向けた検討をしていきます。

     ・コミュニティはぐくみ円卓会議の開催については、企画部企画課が主管課で担当し

ます。

・まだ設置していない小学校区で、地域で活動されている方々や学校と連携しながら

円卓会議を行っていきます。
    

（２）学校サポート組織の充実                （指導課）

学校の教育活動を充実させるために地域との連絡・調整を図るため学校コーディネーター

を設置します。

    具体的施策 学校運営連絡協議会の設置（学校の管理運営に保護者、地域住民等の意向

を的確に反映し、開かれた学校づくりを推進するため、学校に学校運営連絡協議会を置く。）

学校サポートチームの設置（問題行動への効果的な対応と未然防止を図るために、学校、

家庭、地域、関係機関が一体となった取組みを進めるために設置する。）

    開 始 年 度 平成19年度

    数 値 目 標                             

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―

・学校運営連絡協議会の

設置      １４校

・学校サポートチームの

設置       ５校

・学校運営連絡協議会の

充実     １４校

・学校サポートチームの

充実     １４校

【平成２６年度の取り組み状況】

・全校に学校運営連絡協議会及び学校サポートチームをいじめ防止基本方針に明記し、

校内組織を全校に設置することとし、益々の充実の必要性を訴えました。

【今後の取り組みの方向性】

・学校運営連絡協議会や学校サポートチームの充実を図り、学校の教育活動を充実させ

るとともにいじめ防止基本方針を推進するために地域との連絡・調整を図ります。

・第三小学校で開設した学校支援本部（H27.5～）を支援していきます。
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（３）広報メディアの拡大             （教育総務課）

市民へ教育に関する情報を提供するために、広報活動を工夫し、掲示板、教育委員会だよ

り、ホームページを充実させます。

    具体的施策 「学校だより」の学校からの情報発信

    開 始 年 度 平成1８年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・ホームページによる情

報発信

教育委員会だより

学校だより（６校）

・ホームページによる情

報発信

学校だより 全校

・教育委員会だより

年２回発行

・ホームページの内容の

更新と拡充

・教育委員会だよりの継

続発行及び内容の充実

【平成２６年度の取り組み状況】

・ ウェブサイトをリニューアルし、情報を探しやすい階層構成にしました。

【小中学校】学校だよりを毎月掲載し、学校評価・部活動・学校行事など、写真を多

く使用した見やすい構成で情報を発信しています。

【教育委員会】電話問い合わせの多い手続きの案内などを充実させるとともに、学校

給食のレシピ紹介や市内行事の紹介など、見て楽しめるコンテンツを充実しまし

た。

  ・ 教育委員会だより

        年２回（９月・３月）発行し、シルバー人材センターにより全戸配布を実施。全ペ

ージカラー印刷とし、これまでの教育委員会広報のイメージにとらわれない、親し

みやすいカジュアルなデザインにリニューアルしました。

【今後の取り組みの方向性】

・ 学校教育に関する情報を集約したウェブサイトの構築をめざし、市民がウェブサイ

トを閲覧すれば電話で問い合わせなくとも手続きの仕方などがすぐにわかるよう、

さらに情報を充実させます。

・ ウェブサイトの更新頻度を増やし、新鮮な情報を多く発信していきます。

・ 教育委員会だよりのページ数を増加してより多くの情報を掲載するとともに、限り

ある紙面だけでは伝えきることができないより多くの情報（写真・動画など）をウ

ェブサイトに掲載し、紙媒体とデジタル媒体の融合を進めます。

（４）児童・生徒の安全の推進        （教育総務課・指導課）

児童・生徒が安心して活動できる環境をつくります。

    具体的施策 リーダー養成講習会の開催  子どもＳＯＳニュースの発行  地域安全

パトロール 地域安全マップ セーフティ教室  防犯ブザーの貸与

防災行政無線による市内一斉放送 安全確保についての各団体への協力

依頼の安全対策の取組

    開 始 年 度 平成18年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・防犯カメラ設置 全校 ・安全対策の拡充 ・安全対策の拡充
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平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰによる巡回

指導        ９校

・ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞ養成講習会９校

・「子ども SOS」の安全対策

の取組

【平成２６年度の取り組み状況】

・スクールガードリーダーによる巡回指導

          小学校８校で年間、延べ１５回実施 参加者 延べ ２５１人

・スクールガード養成習会

          小学校８校で年１回実施   参加者 １５６人

・子どもＳＯＳ登録制度を見直し、新一年生だけでなく全学年に協力を依頼しました。

・健全育成委員会が子どもＳＯＳニュースを発行し、市立小中学校保護者等に配布しま

した。

・全小中学校で、「交通安全」、「非行防止」又は「犯罪被害防止」を目的として、セーフ

ティ教室を開催しました。

    ・安全で安心して通学できる環境づくりのため、下校時に小学校の校門付近でのボラン

ティアによる見守り活動を実施しました。

【今後の取り組みの方向性】

・通学路の安全確保のため、必要に応じて防犯カメラを設置します。

・引き続き、全小・中学校でセーフティ教室を開催します。また、携帯電話・スマート

フォン利用に伴う、インターネット上の様々な危険に関するセーフティ教室も充実さ

せます。

（５）青少年の健全育成（スポーツ）    （生涯学習スポーツ課）

スポーツを通じて青少年の社会性、規範意識、正しい判断力等を育成します。

    具体的施策 各種スポーツ教室、陸上記録会、マラソン大会、スーパードッジボール大

会、ティーボール大会の開催と推進

    開 始 年 度 平成18年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・各種スポーツ大会の開

催    １２種目

・各種スポーツ教室、各

種スポーツ大会の振興

と事業成果の検証

・各種スポーツ教室、各

種スポーツ大会の振興

と事業成果の検証

【平成２６年度の取り組み状況】

・陸上記録会（小学生５種目、中学生４種目）の実施          ３４６人

・小中学生水泳記録会（１２種目）の実施               １０６人

・ティーボール講習会（ルールとゲーム指導）の実施           ４人

・ティーボール大会（ファミリーの部、オープンの部）の実施      ６０人

・障害者スポーツ交流会（スカッシュであそぼう！）の実施      １２６人                 

・清瀬市民マラソン大会「体育協会主催」（４㎞小学生４年男子女子、５年男子女子、

６年男子女子、中学生男子女子、一般女子、一般男子）（７㎞一般男子）の実施

台風接近のため中止
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・少年少女サッカー大会（小学校４・５年生男子、６年生男子、６年生女子）の実施

２９１人

・スーパードッジボール練習会（ルールとゲーム指導）の実施           ２５８人

・スーパードッジボール大会（小学校３・４年生）の実施               ２３０人

             （５・６年生男子の部、５．６年生女子の部）２３４人

【今後の取り組みの方向性】

・スポーツ振興を図るため、各種スポーツ教室・スポーツ大会・スポーツ講習会を年

間計画に基づいて実施します。

（６）青少年の健全育成（子どもの居場所）    （児童センター）

   放課後の子どもの居場所づくりとして、関係部署と連携を図り様々な体験活動を広げます。

   具体的施策  市立小学校区を拠点とした居場所の設置（放課後子ども教室）

    開 始 年 度  平成18年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・小学校区に居場所の開

設（平日を基本）

２校区

・小学校区に居場所の開

設（平日を基本）

８校区

・小学校区に居場所の開

設（平日を基本）

９校区

【平成２６年度の取り組み状況】

     放課後子ども教室(まなべー) 全小学校９校で開催

・月曜日から金曜日の放課後（給食のない日と長期休業は除く）。１年生は２学期以降の

参加としています。平成２６年度より、冬季（１１～２月）の終了時刻を３０分延長

し、夏季（５～７月）５時まで、その他４時３０分までとしました。

・登録者：全校で８２６人（全児童数の２１％の登録割合/２月末現在）

・開催回数：年間延べ１，５２７回（最小１５６回/清明小、最大１７６回/八小、十小）

・参加者：延べ２２，４３５人（１年５，７２２人、２年８，５４４人、３年４，６４

０人、４年１，５７８人、 ５年１，０８９人、６年５５4人、ひばり学級３０８人）

・学習アドバイザー２人・安全管理員２人を配置し、地域と学校との連携と調整に、コ

ーディネーター２人を配置しました。また、「スタッフ研修会」 (対象／:学習アドバ

イザー、安全管理員)、「運営委員会」(委員１１名／年３回)、「保護者説明会」 (４月

／児童センター) を開催しました。

・下宿児童館をリニューアルオープンし、開館時間を２時間延長しました。午後５時～

７時を中高生タイムとして実施し、年間延べ２，１６８人の中学生が来館しました。

   【今後の取り組みの方向性】

・放課後子ども教室の１年生の参加開始時期について、学校生活に慣れてから参加して

もらうため２学期からとしていましたが、２７年度より、６月から１年生の参加受け

入れを実施します。

・青少年の居場所づくりとして、野塩児童館についても中高生タイムの設置に向けて、

引き続き取り組みます。
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２ 基本的な生活習慣を育む清瀬

（１）子育てサポート    （児童センター・子ども家庭支援センター・指導課）

関係部署が連携し、乳幼児期～学齢期までの家庭を対象に、講座、講演会を開催し、安心

して子育てができる環境を整備します。

  具体的施策 子育て講座・講演会、家庭教育講座・講演会の開催

   開 始 年 度 平成19年度

   数 値 目 標         

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・子育て支援（乳幼児）

の４講座の開催

・子育て支援（乳幼児）

の講座・講演会の継続

と事業成果の検証

・子育てハンドブックの

発行

・子育て支援（乳幼児）

の講座・講演会の継続

と事業成果の検証

・子育てハンドブックの

発行

   【平成２６年度の取り組み状況】

事業名 ２６年度 期間・回数 26年度参加人数 前年度参加人数

ファミリー・サポート・センター事業

「保育サービス講習会の開催」
年２回２２日間 （延べ）356人 （延べ）384人

子
育
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

支
援
事
業

ひろばの開催 ４月から３月・１７回 （延べ）1,392人 （延べ）1,242人

ミニひろばの開催 ５月から１１月・４回 （延べ）37人 （延べ）62人

子育てサポータースキルアップ講座 ９月・１回 11人 25人

ジュニア子育てサポーター養成講座 ７月・１回 40人 45人

お母さんのリフレッシュ講座 ５月から１月・６回 （延べ）193人 （延べ）177人

いきいき子育て支援事業
   ４月から３月

     １７２回
（延べ）2,902人 （延べ）2,771人

つどいの広場事業
   ４月から３月

・児童センター他
(延べ）62,365人 (延べ)61,845人

みんなで遊ぼう ４月から２月・６回 （延べ）145人 （延べ）134人

子育てひろばフェスタ     １１月・１回    1,253人    1,039人

【今後の取り組みの方向性】

・平成２６年度以降についても、子ども家庭支援センターでは各種子育て関連サービス

を展開していきます。子育てガイドブックは平成２７年度に作成予定でしたが、２６

年度に先行し１，６００冊発行しました。

   ・生涯学習スポーツ課では、清瀬市民アカデミー(シニア世代の貢献)で、平成２３年度

以降に家庭教育に関する講座など実施に向けて検討します。

・総合相談支援センターの設立に向けて、関係機関と連携して各事業の効果検証を行い

ます。

（２）健康教育推進運動      （指導課・教育総務課）

健康に関する意識を啓発するために市民全体に発信していく取組を行います。

具体的施策 「早寝・早起き・朝ごはん」 「ノー・テレビ、ノー・ゲームデー」
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    開 始 年 度 平成19年度

    数 値 目 標                             

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

― 啓発活動の実施 健康教育推進週間設定

  【平成２６年度の取り組み状況】

・食育に関する意識調査を家庭対象に実施しました。

・保健所及び圏域5市の取り組みで「めざましスイッチ朝ごはん」をテーマに、清瀬市

では市のホームページに、毎月簡単なレシピを紹介し、地域への啓発活動を行いまし

た。また、これまで紹介したレシピを「かんたん！おすすめレシピ集」としてまとめ、

保護者給食試食会や食育展、給食だより等で紹介し、家庭、地域への啓発活動を行い

ました。

  ・薬物乱用防止教室を全校で実施し、健康教育を推進しました。

   【今後の取り組みの方向性】

・大学等学術機関と連携し、家庭における食育を含めて健康教育の実態を調査、分析し、

施策に反映させます。

・保護者対象の講演会を実施し、家庭と連携した健康教育の推進を図ります。

・体力向上に関する一校一取組の中に健康教育に関する取組も合わせて設定します。

（３）青少年の体験活動の推進         （生涯学習スポーツ課・指導課）

体験活動を通して、児童・生徒の自主性・社会性・協調性を養います。

    具体的施策 宿泊スポーツ体験 青少年育成講習会 工作教室 科学教室 体操教室

    開 始 年 度 平成18年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・各種体験活動の実施

・各種講習会・教室の

開催

・健全育成発表会の推進

・体験活動や教室の実施

と事業成果の検討

・健全育成発表会の推進

・体験活動や教室の実施

と事業成果の検証

・健全育成発表会の推進

【平成２６年度の取り組み状況】

・春休み工作教室「くるくるモーターをつくろう」（小学校～中学生）の実施

・宿泊スポーツ体験（２泊３日、小学校３～６年生）の実施

・健全育成「私の体験・主張発表会」の開催(１１月)

・市いじめ防止基本方針において、開発的なアプローチとして「豊かな心を育む体験活

動」を明記し、各校での実施を促しました。

   【今後の取り組みの方向性】

・平成２７年度は第４８回東京都市町村総合体育大会のため「宿泊スポーツ体験」は中

止しますが、28年度以降はスポーツ振興を図るため、体験活動や教室を実施していき

ます。

  ・子供たちの健全育成のために、健全育成発表会を一層充実していきます。

    ・市いじめ防止基本方針に基付き、子供たちの豊かな心を育むために赤ちゃんのチカラ

プロジェクト等の体験活動を充実させていきます。



25

（４）社会の基本的ルールの形成（大人の模範像の提示） （児童センター・指導課）

   社会全体で態度や行動の基礎になる基本的生活習慣を担うための活動を推進するため、青

少年問題協議会、健全育成委員会との連携を図り、大人の模範像を提示する等地域活動を推

進します。

具体的施策 ５地区委員会事業の実施 地区委員会連絡会の開催 健全育成委員会事業

の実施

    開 始 年 度 平成19年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―

・地域活動の推進

・各委員会の連絡会の開

催        年２回

・地域活動の推進

・各委員会の連絡会の開

催     年２回

  【平成２６年度の取り組み状況】

・青少年問題協議会の開催(７月)
・青少年問題協議会地区委員会で事業の実施

・青少年問題協議会地区委員会地区連絡会の開催(年４回)
・青少年問題協議会地区委員会合同会議(２月)
・青少年問題協議会地区委員会合同事業(１２月)
・児童青少年連絡協議会の設置・開催（年２回／６月・２月）

・市いじめ防止基本方針において、社会総がかりでの対応を訴え、地域の役割を求めま

した。

【今後の取り組みの方向性】

・平成２３年度以降についても、職場体験学習や職業講話など、児童・生徒と働く大人

とが直接かかわる機会を充実させ、大人の背中から規範意識や働くことの尊さ等を学

ぶ教育活動を進めます。

・青少年健全育成という目的を同じくする団体として連携を図っていくため、地区委員

会、健全育成委員会合同での講演会の開催に向けて取り組んでいきます。

・学校・地域・子供関連団体の連携を進め、社会全体で青少年への支援を行っていくた

めに、児童青少年連絡協議会を継続して開催し、児童青少年の問題について年度毎に

テーマを決めて具体的な指導・育成の内容を検討しながら、清瀬市全体で健全育成に

取り組んでいきます。

（５）小・中学校における食育の推進             （教育総務課・指導課）

生涯にわたり健全な食生活を実践できるような指導や取組を行います。

    具体的施策 検討委員会の設置 校内指導体制の確立 推進のための人材育成 家庭・

地域との連携（地場産物の活用）

    開 始 年 度 平成19年度

数値目標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

― ・学校における食育推進の為の

指針の策定（平成１９年度）
・学校における食育の推

進、拡充
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平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―

・学校における食育推進の為の

校内体制の整備（食育リーダ

ーの配置）

・食に関する指導の全体計画の

作成（平成２０年度 全校作

成）

・学校給食における地産・地消

の拡充 全校

・栄養教諭の配置

・栄養教諭による食育推

進に向けた巡回指導の

実施

・清瀬産野菜使用量の拡

大

【平成２６年度の取り組み状況】

・全校で食に関する全体計画及び年間指導計画を策定し、計画的に食に関する指導を実

施しました。

・食育リーダー連絡・研修会を年間３回実施し、各学校の食育について発表し、協議し

ました。

・大学と連携して、市内小中学校に通う家庭での食生活実態調査を実施しました。

・学校給食の地場産野菜の使用について、推進協議会を設置し、活用拡大のための話し

合いをはじめました。

     ・全教職員を対象に、食物アレルギー対応研修を実施し、市内小中学校で食物アレルギ

ー対応マニュアル通りの対応について、学校指導監査を行いました。

【今後の取り組みの方向性】

・食育リーダー、栄養士を中心に、データに基づく清瀬市全体での食育推進に向けた全

小・中学校への指導を展開します。

・食に関する全体計画及び年間指導計画をデータに基づき、見直します。

      ・地場野菜の種類や量を増やすよう、多くの農家の方に連携を求められるよう、協議会

にて今後の方向性を探ります。

    ・10月24日の清瀬教育の日に、神奈川工科大学の饗場直美教授を招いて、保護者を対

象に市の食育と家庭の取り組みに関する講演会を行います。

（６）学校給食設備・備品等の充実                     （教育総務課）

安全でおいしい給食の提供をめざして、給食設備・備品の整備やドライ運用の推進を図り

ます。

    具体的施策 設備・備品の整備 ドライ運用の推進

    開 始 年 度 平成18年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

― ・ドライ運用三水槽

       １４校

・ドライ運用野菜切り機

４校

・焼物機    １３校

・冷凍冷蔵庫  １１校

・設備、備品の更新整備

・ドライ運用の推進
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平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

― ・牛乳保冷庫   ３校

・消毒保管庫   ４校

・回転釜    １２校

・炊飯器     １校

・球根皮剥器   ３校

・ボイラー    ３校       

【平成２６年度の取り組み状況】

     ・ドライ運用の推進のため、ドライ運用対応の野菜切り機、耐用年数を超た大型備品（牛

乳保冷庫、冷凍冷蔵庫）の整備を順次行いました。

・小学校で使用する食器をポリプロピレンから家庭の食器に近いＰＥＮ（ポリエチレン・

ナフタレート）素材への更新を平成２５年度３校、平成２６年度３校で行いました。

  【今後の取り組みの方向性】

   ・給食の安定供給に支障のないよう、引き続き大型備品等の計画的な更新による整備を

図るとともに、調理員の健康に配慮した調理室の環境整備を進めます。

    ・ドライ運用の更なる推進のため、給食調理員等への研修を実施します。

   ・小学校で使用する食器をＰＥＮ（ポリエチレン・ナフタレート）素材への更新を、新

たに３校で行い、全校の更新を進めます。

３ 美しい緑・ 自然と文化を誇る清瀬

（１）郷土学習の推進（生活体験）         （郷土博物館）

自然を守る会等の団体と協力して自然観察会を行うとともに、清瀬に伝わる郷土文化（生

活体験）を学習し、その普及に努めます。

具体的施策 ガイドブック（地図）作成 自然観察会 「うどんづくり」や「茶づくり」

等体験

    開 始 年 度 平成18年度

数値目標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・自然観察会（野鳥）

        １回

・農作業体験  ３校

・自然観察会  １回

・農作業体験  ０校

・生活体験学習（うどん

づくり等）  ７回

・ガイドブック作成及び

それを利用した自然・

野鳥観察会  ２回

・生活体験学習（うどん

づくり、茶づくり等）

拡大・継続

【平成２６年度の取り組み状況】

・自然、野鳥の観察会

    清瀬の自然をテ－マに野草観察会を郷土博物館敷地内で実施。また、野鳥観察会を

金山緑地公園周辺で実施しました。

・生活体験学習

         清瀬に伝わる年中行事を中心として郷土文化を学ぶことを基本に「小麦の棒打ち」

「もちつき」「小正月のまゆ玉飾り」「節分の豆まきとやっかがし」を実施しました。
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先人の知恵に学ぶ（衣・住編）は「体験はたおり」「和裁教室」「染物教室」「昔のくら

し体験学習」「はたおり教室」「親子で染物体験」「しめ縄作り」を実施しました。

先人の先人の知恵に学ぶ（食編）では「茶摘み茶もみ体験」「柏餅作り講習会」「う

どん作り講習会」「焼きだんご作り講習会」を実施しました。

     ・自然体験学習

       小学生を対象とした「昔のくらし体験学習」の中で、雑木林の自然観察を実施しま

した。

    ・自然関連事業

      自然関係等の映画会「大自然」をテーマに「イヌワシ 風の砦」等計９回17本上映

しました。

【今後の取り組みの方向性】

・自然、野鳥の観察会

        清瀬の自然をテ－マに自然・野鳥の観察を金山緑地公園周辺で、継続して実施する

ことを目標とします。

・生活体験学習

清瀬に伝わる郷土文化の伝承及び学習を目的とし、事業の拡大に努めます。

・自然体験学習

一般市民を対象に、郷土博物館の敷地内の自然環境を活用した観察会を実施します。

また、小中学生を対象にした夏休み講座等の体験学習の拡大に努めます。

（２）郷土学習の推進（文化財・芸能）       （郷土博物館・指導課）

総合的な学習の時間を利用して、郷土芸能や文化財に触れる機会を広げ、清瀬の文化を学

びます。

    具体的施策 清瀬市史の改訂 出前講座

    開 始 年 度 平成19年度

    数 値 目 標                             

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―

・清瀬市史編さん委員会

の未設置

・出前講座（郷土芸能の

観賞、歴史） ３回

・清瀬市史編さん委員会

の設置及び編集

・出前講座（郷土芸能の

観賞、歴史） ５回

【平成２６年度の取り組み状況】

・清瀬市史編さん委員会の設置

      市史編さん室を市長部局に設置。市史編さん室との連携協力を図った。

    ・清瀬市歴史・文化双書２作成調査

    清瀬市の節分、恵比寿講等の年中行事や古くから地域に根付いて、日常的に使用さ

れてきた清瀬の方言を伝承者から聞き取り調査を行い、中間報告として清瀬市歴

史・文化双書２「清瀬の年中行事と方言」調査報告書（概報）を作成した。

    ・市内文化財探訪

     清瀬の地域の人々が大切に保存している市内の文化財「中里の富士塚、下宿ふせぎ、

日枝神社」等を訪ねて、理解を深めていただくために実施いたしました。

    ・郷土芸能の育成

    山王日枝神社清戸獅子舞保存会、下宿囃子保存会、中里富士山保存会、下宿ふせぎ
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     保存会に対して、郷土芸能の育成に努めました。

・文化財、歴史関連事業

     市民対象の歴史講座「東海道や中世の富士山・浜名湖の眺め」について解説をした。

・資料展示関係

      民俗展示室で「農家の四季」をテーマに清瀬の農家の暮らしを紹介しています。

    ・郷土学習と文化財関連

     年間を通して、市内幼稚園や小学校からの、郷土博物館の見学を受け入れました。

【今後の取り組の方向性】

・清瀬市史編さん室への協力

市史編さん室と緊密に連携しながら、市史編さん事業に積極的に協力していきます。

・清瀬市歴史・文化双書の刊行

清瀬市歴史文化報告書市史の一部として市の歴史と文化を市民の皆様に紹介するた

め、収蔵資料等を中心とした民俗文化財や行事等を掲載した「清瀬市歴史・文化双書」

を、引き続き刊行していていくことを目標とします。

    ・市内文化財探訪

     清瀬の地域の人々が大切に保存している市内の文化財を訪ね学習するため、引続き

実施していくことに努めます。

・文化関係事業

文化関係係等の啓発を年間通して実施することに努めます。

・郷土芸能の育成各保存会

      各保存会に対して郷土芸能の育成に努めていきます。

・文化財、歴史関連事業係事業

     出前講座や清瀬に関連する歴史講座等を開催することに努めます。

・資料展示関係

コミュニティプラザひまわり内の郷土資料室に、農具や生活用具等の民具の民俗資

     料を引続き展示していきます。

・郷土学習と関係事業

    幼稚園や小学校を対象に、郷土学習の一環とした郷土学習や施設見学等の受入れの

体制の拡大に努めます。また、清瀬の偉人・文化財・郷土芸能・施設設備等を題材と

した道徳資料の作成、副読本「私たちの清瀬」の活用等を通して、道徳や社会科の時

間を中心に、郷土愛を育む学習を推進します。
    

（３）文化財保護の推進              （郷土博物館）

既存の文化財資料を再点検・再調査し、インターネットを通して広く市民が活用できるよ

うにデータ化を進めます。

具体的施策 文化財資料のデータ化と活用

    開 始 年 度 平成１８年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・資料のデータ化（民具） ・資料のデータ化（古文

書）

・資料のデータ化（古文

書、美術品、埋蔵文化

財）
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【平成２６年度の取り組み状況】

・資料のデータ化

      新規収蔵資料（衣料・民具等）のデータ化を逐次進めました。

      ・インターネットによる資料公開

      資料公開システム整備に向けた環境調整をすすめました。

   【今後の取り組の方向性】

      ・資料のデータ化（古文書）

        古文書をはじめ、資料の整理及びデータ化をすすめます。

      ・インターネットによる資料公開及び推進

     公開資料データの整備を進めていき、映像資料や収蔵資料等の公開システムを整備

し推進することを目標とします。

・文化財の保護の推進

指定文化財の保護及び指定文化財の周知を図ります。

・小学生のためのうちおり学習資料の作成

小学校高学年が郷土を誇りに思い、文化に親しむ為の「うちおり学習資料」を作成

します。

（４）市民文化の意識向上                         （郷土博物館）

清瀬にゆかりの深い美術作品等の鑑賞会や展示会を企画します。

    具体的施策 企画展（鑑賞会、展示会） 市内作家展（美術、彫刻）

    開 始 年 度 平成１８年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・特別企画「清瀬のうち

おり展」

・清瀬美術家展の開催

・企画展

・市内作家展の実施

・キヨセケヤキロードギ

ャラリーの管理（市民

参加型を目指して）

・企画展（美術、彫刻）

鑑賞会の充実

・市内作家展の充実

・キヨセケヤキロードギ

ャラリー（市民参加型

管理）

【平成２６年度の取り組み状況】

      ・企画展

    １０月に「彫刻家 澄川喜一と東京スカイツリー○Ｒ」、１１月に「第30回清瀬美術

家展」、３月に「染める・織る・縫う展」を実施いたしました。

    ・ケヤキロードギャラリーの管理（市民参加型を目指して）

   市民参加による、キヨセケヤキロードギャラリーの道路清掃、キヨセケヤキロー

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・インターネットによる

資料未公開

・文化財資料の調査、研

究（「うちおり」衣料の

調査、研究の推進）  

・インターネットによる

資料公開及び推進
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ドギャラリーの彫刻清掃を行っています。

・企画展関連事業

    １０月の「彫刻家 澄川喜一と東京スカイツリー○Ｒ」の関連事業として、澄川喜一

氏のギャラリートークと大林組社員による講演会「東京スカイツリー○Ｒの建設～世界

一の高さへの挑戦～」を開催した。

【今後の取り組みの方向性】

       ・企画展（美術、彫刻）鑑賞会の充実

       計画的に企画展を開催し、常設展では味わえない美術作品等の鑑賞機会の提供を目

     標とします。

       ・市内作家展の充実

    「清瀬美術家展」の継続実施と市内在住等の作家の美術展を行うことを目標としま

す。

       ・キヨセケヤキロードギャラリー（市民参加型管理）

       市民参加による安定したキヨセケヤキロードギャラリーの管理体制の構築を目指

します。

（５）学校緑化の推進                              （教育総務課）

   学校施設の緑化を推進し、緑豊かな環境をつくります。

    具体的施策 壁面緑化 屋上緑化 校庭の芝生化の推進

    開 始 年 度 平成18年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・壁面緑化    ３校 ・壁面緑化    ８校

・校庭の芝生化  ３校

・壁面緑化   １４校

・校庭の芝生化  ８校

   【平成２６年度の取り組み状況】

    ・壁面緑化（緑のカーテン）

環境学習や地球温暖化防止対策として平成１７年度から取り組み、平成２６年度は

大規模改造工事のあった第三小学校を除く１３校の小中学校で実施しました。

    ・校庭の芝生化

子供たちの体力向上、保護者・地域との協働による維持管理による地域連携も期待

できることから、平成２０年度から東京都の補助制度を活用して、平成２６年度には

芝山小学校の整備を行い、これまで９校の校庭芝生化を行いました。

平成２６年度までの整備状況（一部：小学校３校、全面：中学校３校、小学校３校）

   【今後の取り組みの方向性】

    ・壁面緑化（緑のカーテン）

大規模改造工事の予定がある学校を除く全小中学校での実施を目標とし、面積の拡

大にも取り組みます。

    ・校庭の芝生化

      地球温暖化の防止及び体力の向上に資するため、東京都の補助制度を活用して、小

中学校全校の校庭芝生化を推進します。

芝生化した後の維持・管理体制について、他自治体の先進的な取り組みを参考に保

護者をはじめ地域の方との連携による継続可能な方法について研究します。
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４ 学校が自信をもち信頼される清瀬

（１）学力向上アクションプラン                       （指導課）

児童・生徒の基礎学力向上のため市学力調査の実施、学力を高めるための具体的施策の実

施と個別指導への支援等を行います。

具体的施策 学力向上プランの策定と実施

開 始 年 度 平成19年度

数値目標  

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・学力向上推進校 ２校

              

・平均達成率  ７０％

・学力向上推進校

中学校区１巡 １０校

・平均達成率  ７５％

・学力向上推進校

中学校区２巡 １０校

【平成２６年度の取り組み状況】

・学力向上推進指定校(清瀬第八小学校・清瀬中学校、清瀬第四小学校・清瀬第四中学校）

４校を指定し、小中連携した学力向上策について研究を行いました。

・個に応じた指導を充実させるため、学習サポーター制度を拡充し、小・中学校全校に

公募の市民もしくは民間塾の講師を学習サポーターとして継続して派遣しました。

・小学校４年生、中学校１年生に対して市独自に学力・学習状況調査を継続実施し、目

標値に対する達成率を掲げました。（平均達成率とは、その集団における目標値を上

回った児童・生徒の人数割合を示します。）

・同学力調査、東京都、文部科学省の学力調査の結果を学校ごとに分析し、年度ごとに授

業改善推進プランを作成しました。

・全小中学校で、塾講師による算数・数学の放課後補習教室を行い、学力の補充を行いま

す。

   【今後の取り組みの方向性】

・中学校区を中心に学力向上推進指定校を設定し、学習指導要領に即した新たな課題の

解決に取り組みます。

・学習サポーターを学校の状況に応じて配置することを継続するとともに指導内容・方

法の充実を図り、学力向上に確実に結びつけます。

・引き続き市独自の学力・学習状況調査を実施します。その結果分析を充実させ、課

題解決に資する指導へとつなげます。

・小・中学校において、放課後や夏季休業中など長期休業日中の補習授業について充

実を図ります。

・塾講師による放課後補習教室（中学校においては夏季補習講座を含む）を全校で実

施し、塾講師による学習サポーター制度とも連動させながら学力向上を図ります。

（２）清瀬教師塾（教員研修事業）                     （指導課）

教員の資質向上のため、専門技術、異校種、企業体験、社会教育、本市独自の研修体系を

構築します。また、退職校長等を組織して、初任者研修や２年目以降の教員研修も充実して

いきます。

具体的施策 清瀬市教員研修事業

    開 始 年 度 平成20年度
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   数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―
・清瀬教師塾参加者

     １，０５５名

・清瀬教師塾参加者

１，３５０名

【平成２６年度の取り組み状況】

・夏季休業期間中に宿泊研修会、教科研修会を１０日間実施しました。

参加者 延べ７３３人

・教員の指導力向上を目指し教員研修実施協議会を年３回開催しました。

・清瀬教師塾（５年目～１０年目の教員）の対象者が年間取得単位数平均１０単位（半

日を１単位とし年間１０回の研修受講）取得することができました。

・これまでの研修実施状況を評価・検証し、各研修のシラバスを作成するとともに教員

のライフステージに沿った研修体系を構築しました。

【今後の取り組みの方向性】

・教員のライフステージに沿った清瀬教師塾の一層の充実を図ります。

・研修実施状況をさらに評価・検証するとともに、今後の研修体制について改善・充実

を図ります。

（３）教育課題研究指定校                             （指導課）

教育課題を解決するための研究を行い、その成果を他校へ普及・啓発させます。

具体的施策 特別支援教育 食育 環境教育

開 始 年 度 平成１８年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・研究校指定   ６校 ・研究校指定  １４校 ・学校の特色化に伴う指

定校制度の確立

【平成２６年度の取り組み状況】

・基礎学力向上、言語活動等の教育課題の解決するための研究を行い、研究発表等を通

してその成果を市内小・中学校への普及に努めました。

・学力向上推進指定校（清瀬第八小学校と清瀬中学校、清瀬第四小学校と清瀬第四中学

校）として、確かな学力を身に付けさせる研究を推進しました。

【今後の取り組みの方向性】

・学力調査、各種調査の結果や分析を基にした研究指定のねらいを明確にし、その成果

を市内に普及します。

・各学校が特色ある教育活動を展開し、その研究を支援する指定校制度を確立します。

（４）外国語（英語）教育の推進                       （指導課）

小学生に英語を使って日常的な会話や簡単な情報の交換ができるような基礎的・実践的な

コミュニケーション能力を身に付けさせます。

    具体的施策 英語指導員配置・年間指導計画の作成

    開 始 年 度 平成１８年度
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数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・ＡＬＴ派遣（３年生以

上） 月１回

・英語指導員配置

小学校

５・６年全学級

年間３０時間

中学校 全学級

   年間１３時間

・英語指導員配置

小学校

５・６年全学級

年間３５時間

中学校 全学級

   年間２０時間

【平成２６年度の取り組み状況】

・小学校第５・６学年において年間３５時間の外国語活動の授業を実施し、外国人英語

指導員、公募の市民による学習サポーターを配置しました。中学校においては、各学

級年間２０時間の英語指導員を配置しました。

【今後の取り組みの方向性】

・小学校において、これまで学級担任と学習サポーターが協力して進めてきた外国語活

動の指導実践を土台として、学級担任による外国語活動の指導を充実するため、外国

人英語指導員を年間５回（５時間）程度、配置していきます。

・中学校においては、各学級年間２０時間の英語指導員を配置継続します。

（５）読書活動の推進                           （指導課・図書館）

豊かな心や確かな学力を育む基礎づくりとして、環境整備を行い公立図書館と連携を深め

子供の読書活動を充実します。

    具体的施策 子ども読書活動推進計画 書籍相互利用 推進校設置

    開 始 年 度 平成１９年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―

・推進校指定 ４校

・子ども読書活動推進計

画（平成１９年度策定）

・学校間相互利用システ

ムの構築

・「清瀬の１００冊」の改

訂版作成

【平成２６年度の取り組み状況】

・教育目標に「読書の清瀬」を掲げ、児童・生徒の読書活動の充実につとめます。

・司書資格を有する図書館運営支援員を業務委託方式で雇用し、全小中学校に年間１０

０日、一日当たり４時間配置しました。

・全校児童・生徒に配布した推薦読書資料「清瀬の１００冊」の活用を図るとともに、

読書活動の充実に努めました。

・「清瀬の１００冊読書感想文コンクール」を全小・中学校を対象に実施し、読書活動の

活性化を図りました。

【今後の取り組みの方向性】

・平成２３年度に導入した学校図書管理システムの活用を図るため、読書活動指導員に

替えて、システム運用技能を身に付けた司書資格のある図書館運営支援員を継続配置

して「読書の清瀬」を推進します。

・学校図書管理システムは、学校間の蔵書検索ができる機能をすでに有しており、学校

間の相互利用について、隣接する学校で取り組むため課題の整理を行います。
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・平成２２年度に作成した「清瀬の１００冊」の改訂版を作成するとともに、「清瀬の

１００冊読書感想文コンクール」を充実させ、読書活動の活性化を図ります。

（６）体力向上の推進                                 （指導課）

体力向上推進委員会を定期的に開催し、また、中学校の運動部活動をさらに推進させます。

    具体的施策 体力向上推進委員会の設置 スポーツテスト、指導法改善授業

          運動部活動推進校の設置

    開 始 年 度 平成20年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―

・体力向上推進委員会設置

・運動部活動推進校の設置

２校

・新体力テストを全校・全

学年で実施

・小学校連合運動会の実施

・体力向上のための年間

指導計画の作成

・課外部活動指導員配置

の拡充

・連合運動会、東京駅伝

の取組継続

【平成２６年度の取り組み状況】

   ・教育目標の「スポーツの清瀬」を掲げ、体力向上に向けた取組の充実を図っています。

・小学校７校、中学校５校が東京都オリンピック教育の指定を受け、体力向上及びスポー

ツ教育の推進を図っています。

・第６学年を対象とした第３回小学校連合運動会を実施しました。

・市内中学校２年生代表生徒が東京駅伝に参加し、総合 位の成績を収めました。

【今後の取り組みの方向性】

・「スポーツの清瀬」を教育目標の具体的な施策に継続して掲げ、体育・健康教育の推進

に努めていきます。

・体力向上に係る一校一取組を充実させ、各校の実態に応じた体力向上方策を推進します。

・小学校６年生を対象とした連合運動会について継続して取り組みます。

・東京都のオリンピック・パラリンピック教育推進校の指定を受けつつ、オリンピック・

パラリンピック教育の理解とともに、スポーツの推進を図っていきます。

・市内中学校２年生の代表生徒が東京駅伝に参加します。

（７）命を大切にする心の教育の推進         （指導課）

子供たちが、自他の生命を尊重し、自尊感情を高められるようになるなど、全教育活動を

通じて命を大切にする心の教育を推進していきます。

具体的施策 命を大切にする指導の在り方検討委員会の発足

      命を大切にする心の教育の年間指導計画の作成（リーフレット）

      命を大切にする指導に関する教員研修の充実

    開 始 年 度 平成2２年度

数値目標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―

・命を大切にする指導の在

り方検討委員会の発足

・命を大切にする心の教

育の年間指導計画（リ

ーフレット）の改訂
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平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―

・命を大切にする心の教育

の年間指導計画作成（リ

ーフレット）

【平成２６年度の取り組み状況】

・命と人権教育推進委員会を継続し、各校の命の教育及び人権教育の推進に資するとと

もに、「命の教育フォーラム」を開催し、地域・保護者への啓発を図りました。

・市内全小・中学校で赤ちゃんのチカラプロジェクトを実施するとともに市内の４校の

小学校で認知症サポーター養成講座を実施し、命の教育を推進しました。

・子供の自尊感情を高めるための日常的な取り組みとして、「あいさつプラス一言運動」

を展開し、子供たちの心の安定を図っています。

・校内の教育相談週間において、子供が相談相手を指名できる「誰でも相談週間」を設

定し、子供たちがいじめ等の悩みを相談しやすいようにしています。

【今後の取り組みの方向性】

・命を大切にする教育の年間指導計画に沿って教育課程を編成・実施するにあたり、教

員の力量向上を目指した研修の充実を図ります。

・「命の教育フォーラム」を充実させるとともに、地域・保護者の参加者を増やし、共に

命の教育のあり方をともに考えていく機会とします。

・市内全小・中学校における赤ちゃんのチカラプロジェクトの充実や、全小学校におけ

る認知症サポーター養成講座の実施、ハンセン病資料館の活用により、命の教育を一

層推進します。

（８）特色ある学校づくりの推進                       （指導課）

   各学校の特色ある学校づくりを推進します。

具体的施策 環境に関する学習ボランティア活動 運動部活動推進校

    開 始 年 度 平成18年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・全校で実施 ・全小学校に環境博物館

を設置

・東京都のスポーツ教育

推進校

(小学校９校、中学校３校)

・環境教育、読書活動、

スポーツ教育など特色

ある学校教育の推進

【平成２６年度の取り組み状況】

・各校の特色ある教育活動について、市内全小・中学校管理職からのプレゼンテーショ

ンを実施し、「特色ある教育活動事業費」の配当を実施しました。

・「農園活動」「読書活動」「ボランティア活動」等特色ある教育活動を推進しています。

【今後の取り組みの方向生】

・学校の取組をパンフレットにまとめたり、積極的にホームページに公開したりするな

ど、各学校が取り組んでいる特色ある教育活動の発信に努めます。

     ・全小・中学校が教育課程に関連付けた特色ある教育活動の推進を図ります。
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・各校の特色ある教育活動について、市内全小・中学校管理職からのプレゼンテーショ

ンを継続して実施し、「特色ある学校づくり事業費」の配当を継続します。また、他校

の教育活動の充実に資する取組について市内全小・中学校へ情報を広げ、共通した取

組として推進します。

（９）キャリア教育の推進                            （指導課）

児童・生徒に勤労観・職業観を培い、社会を構成する資質や能力を育てます。

    具体的施策 推進校の指定（小学校１校、中学校1校）

    開 始 年 度 平成19年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・職場体験の実施 (３日) ・職場体験学習

（全中学校）   ３日間
・職場体験学習

（全中学校）  ５日間

・小・中学校全校においてキャ

リア教育の全体計画・年間指

導計画の作成

・市独自のキャリア教育プログ

ラムの作成

【平成２６年度の取り組み状況】

・中学校全校で３日間の職場体験を実施しました。

・清瀬第二中学校では、第１学年、第２学年で２度の職場体験を実施しました。

・清瀬第五中学校においては、２年生全員が職場体験として３日間の農業体験を行いま

した。

【今後の取り組みの方向性】

・連続５日間の職場体験学習実施に向けて取組を充実していきます。

・職場体験については、受け入れ先の事業所等の確保に向け、関係機関等との連携をさ

らに深めていきます。

・小・中９年間のキャリア教育の体系についての研究を深めていきます。

・キャリア教育の全体計画・年間指導計画の作成に当たっては９年間の義務教育の視

点に立って 作成する必要がある。

（10）小中連携校                                     （指導課）

小学校と中学校の連携を円滑にするための事業を進めます。

   具体的施策 カリキュラムの連携 小中連携行事 相互授業

    開 始 年 度 平成１９年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

― ・小中連携校  １０校 ・小中連携校  ２０校

【平成２６年度の取り組み状況】

・平成２２～２３年度 芝山小学校、清瀬第四中学校、平成２３～２４年度 清瀬第七

小学校・清瀬第二中学校、平成２５～２６年度 清瀬第八小学校・清瀬中学校を小中

連携校として、小中連携行事や相互授業、９ヵ年を見通したカリキュラムの作成等に

取り組みました。



38

【今後の取り組みの方向性】

・平成２６～２７年度 清瀬第四小学校・清瀬第四中学校を学力向上推進指定校として、

小中連携の研究を進めます。

・平成２７～２８年度 清瀬第三小学校・清瀬第二中学校を学力向上推進指定校として、

小中連携の研究を進めます。

・全ての小・中学校で小中連携による学力向上に向けた研究を行い、カリキュラムの作

成、小中連携行事、相互授業の実施等に取り組みます。

（11）保幼小連携                                  （指導課）

幼児期と児童期の連携を円滑にするための事業を進めます。

    具体的施策 私立幼稚園、公私立保育園授業・保育参観 連絡会の開催

    開 始 年 度 平成１８年度

    数 値 目 標   

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・授業・保育参観、連絡

会開催

・合同研修・連絡協議会

年１回

・合同研修会の実施

・小学校区別連絡会の実

施

【平成２６年度の取り組み状況】

・小学校の授業公開、保育園・幼稚園への保育参観を実施しました。

・初任者のボランティア体験及び１０年経験者研修の社会体験として地域の保育園や幼

稚園での体験活動を行い、就学前教育への理解を推進しました。

・保育園・幼稚園・小学校合同研修会を夏季休業日中に開催（外部講師による講演 小

学校区別協議会の実施）しました。

・就学前教育と小学校教育の円滑な接続を図るための保・幼・小カリキュラムを作成・

配布しました。

【今後の取り組みの方向性】

・合同研修会を継続するとともに、小学校区別の合同連絡会の実施、相互参観、初任者

のボランティア体験等を通して、連携の充実を図ります。

･保・幼・小カリキュラムの確実な実施を推進します。

（12）教育なんでもテレホン                           （指導課）

   教育に関するどんな相談でもできるテレホンを設置し、直接、担当課が受けられる体制を

作ります。深刻ないじめ等で緊急的な対応が必要な場合はサポート体制をつくります。

    具体的施策 教育なんでもテレホンの設置・常駐専門相談員の配置

    開 始 年 度 平成１９年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―
・なんでもテレホンの設

置

・常駐専門相談員を配置

し対応の充実

  【平成２６年度の取り組み状況】

・平成２５年度に新たに作成したいじめに関わるリーフレットの新入学生への配布を継

続し、いじめ・悩み相談ホットラインの電話番号等の周知を図るとともに、教育相談

センターにおいて不登校やいじめの相談を受け入れる体制を作っています。
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【今後の取り組みの方向性】

・平成２４年度に教育相談センターへ移設した｢教育なんでもテレホン｣の充実を図るた

めに、既存の電話相談と一体となった相談体制を整え、さらに迅速な対応を図ります。

・教育相談センターの総合支援センター化に向けた取り組みの充実、相談・支援体制整

備を進めます。

（13）いじめ問題への対応              （指導課）

いじめは許さないと言う強い姿勢で、様々な機関と連携・連絡を取りながら、いじめの未

然防止、早期発見、早期解決に取り組みます。

具体的施策 いじめ・悩み相談ホットラインの設置、健全育成委員会、保護者

等とのシンポジウム開催、子ども問題行動予防及び対応について

のガイドラインの改正、いじめに関するリーフレットの作成

    開 始 年 度 平成19年度

数値目標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・いじめ解消率（Ｈ１８）

６５％

・いじめ解消率

９２．３％

・リーフレットの作成

・いじめ解消率９５％以

上

・ガイドラインの改訂

【平成２６年度の取り組み状況】

・「清瀬市いじめ防止基本方針」を策定し、本市のいじめに対する対策の基本的な考え方を

示すとともに、全校で「学校いじめ防止基本方針」を策定し、学校ごとにいじめの未然

防止と適切な発生時の対応に努めました。

・本市独自のいじめ実態調査を実施し、学校や教育に対して、分析結果の情報提供を行う

とともに、必要に応じて継続観察を行うシステムを確立しました。

・年３回のふれあい月間等に合わせて、悩みがある児童・生徒全員に対して面接を実施す

るなど、各校において、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に取組んでいます。

  ・平成２５年度に改定したいじめに関わるリーフレットを新入学児童・生徒へ配布しまし

た。

・全中学校において学級経営診断（Q-Uテスト）を実施し、生徒の実態把握に努めました。

【今後の取り組みの方向性】

・平成２４年１２月より開始した市いじめ実態調査を改訂し、分析結果の学校や教育の情

報提供を継続し、いじめの早期発見、早期解決及び未然防止に取り組みます。

・年３回のふれあい月間等を活用し、状況について把握しながらいじめの未然防止、早期

発見、早期解決に取組み、いじめの解消を目指します。

     ・今後も、平成２４年に改定したリーフレットを活用するとともに、健全育成委員会等と

も連携し、引き続きいじめ防止に向けた啓発を行っていきます。

    ・子ども問題行動予防及び対応についてのガイドラインを改訂していきます。

（14）不登校対策（派遣相談員制度）                   （指導課）

   不登校児童・生徒に教育相談員を派遣し、学校復帰を図ります。

    具体的施策 不登校児童・生徒数の出現率の低下

    開 始 年 度 平成１９年度
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    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・不登校出現率（Ｈ１７）

小学校 ０.３７％

中学校 ３.５７％

・不登校出現率（Ｈ２１）

小学校 ０.２６%
中学校 ３.０３%

・不登校出現率

（不登校者数）

小学校０.２４％台

（９人以下）

中学校 ２.７８%台

（５０人以下）

【平成２６年度の取り組み状況】

・平成年２６度の不登校出現率は、小学校０．７５％、中学校２．９９％であり、前年

度推移で増加傾向にあります。

・小・中学校全校へスクールカウンセラーを配置するとともに、必要に応じて教育相談

室相談員を派遣しています。

・スクールソーシャルワーカーによる巡回相談を行い、児童・生徒の置かれている環境

への働きかけを行いました。

【今後の取り組みの方向性】

   ・例月いじめ実態調査を改定して、不登校調査を実施し、不登校児童・生徒の状況を把

握しながら、個に応じた対応を強化します。また、ケース会議を開催し、様々な機関

と連携・協力をしながら不登校児童・生徒の対応に当たります。

・スクールカウンセラー連絡会の内容の充実を図り、スクールカウンセラーと関係機関

との連携を図り、不登校への対応の充実を図ります。

・スクールソーシャルワーカーによる児童・生徒が抱える環境への働きかけを行うこと

により不登校の減少に努めます。

    ・教育相談センターの総合相談支援センター化に向けた取り組みの充実、体制整備を進

めます。

（15）教育相談の充実                                 （指導課）

増加している教育相談件数に対応できるよう相談体制を充実させます。

   具体的施策 年間相談件数1800件程度に対応できる相談体制

         精神科医・心理学専門家による助言体制（スーパーバイザー制度）

    開 始 年 度 平成１９年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・週５日の相談体制 ・スーパーバイザー制度 ・週６日相談体制

・平日の相談時間の延長

【平成２６年度の取り組み状況】

・平成２３年度に確立した週５日（火曜日～土曜日）の相談体制、相談員の専門性の向

上のためのスーパーバイザー制度を継続しました。

・来室、電話相談を合わせて１，０５３件（２，９８５回）の相談に対応しました。

【今後の取り組みの方向性】

・スーパーバイザー制度を活用し、専門的な見地からの助言体制の充実を図ります。

・教育相談センターの総合相談支援センター化に向けた取り組みの充実、相談・支援体

制整備を進めます。
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（16）特別支援教育の推進                      （指導課）

障害のある子や配慮を要する児童・生徒の一人ひとりのニーズに応じた適切な支援体制を

確立していきます。

    具体的施策 特別支援教室の設置 関係機関との連携支援の為の人的配置 巡回相談実

施

    開 始 年 度 平成１９年度

    数 値 目 標 特別支援教室の設置拡充

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・特別支援教室の設置

１校

・特別支援教室設置の拡

充  ７校

・特別支援教室の設置

全校

【平成２６年度の取り組み状況】

・特別支援学級設置（副）校長連絡・研修会、特別支援教育巡回指導員の配置、特別支援学

級授業改善研修会等を通して、特別支援教育の充実に努めました。

・市内の公立小・中学校全校において特別支援教育コーディネーターを複数配置するととも

に、特別支援教育コーディネーターの専門性に応じた研修のステージ制を進めました。

・各学校への特別支援教育巡回指導を通して特別支援教育の充実に努めました。

・介助員、学級経営補助員を配置し、特別な教育的支援の必要な児童・生徒への支援を行い

ました。

・教育・保健・福祉等の連携を図る中で、障害のある児童の適切かつ円滑な就学を目的に、

就学支援シート」の活用を図るとともに、早期発見と支援をめざし、就学時健康診断のあり方

の検討・検証を行いました。

・全小学校に設置した特別支援教室の充実を図りました。

・平成２５年度に策定した「清瀬市特別支援教育推進計画」の推進を図りました。

【今後の取り組みの方向性】

・「清瀬市特別支援教育推進計画 第二次実施計画」の具体的な年次計画を着実に推進し

ます。

・特別支援教育コーディネーターの役割を明確にし、校内における特別支援教育をさら

に充実します。

・就学支援シート、個別の教育支援計画、個別指導計画の在り方を明確に位置付け、適

切な活用を実現することで特別支援教育を充実します。

・小学校の特別支援教室の開設に向け、情報収集都研修に努めます。

・固定学級の教育課程等を研究し、障害種別に応じた指導の在り方を明確にします。

・総合相談支援センター設置への検討を進めると共に就学相談体制を見直し、より適切

な就学を図ります。

・専門家チームを立ち上げ、学校支援をより充実します。

・保護者・市民への啓発活動を推進し、特別支援教育に対する理解を深めさせると共に、

副籍の活性化を図ります。

・特別支援教育に関わる研修会の研修内容をより一層充実させ、教員の専門性の向上を図り

児童・生徒一人一人のニーズに応じた支援を行いきます。

・特別支援教育巡回指導員の各学校への巡回指導を通して特別支援教育の充実に努めま

す。
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（17）学校施設設備・環境の充実                    （教育総務課）

  教育環境の整備充実及び校舎と体育館の耐震化を進めます。

    具体的施策 校舎及び体育館の耐震化と大規模改修工事

    開 始 年 度 平成18年度

    数 値 目標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・校舎の耐震化 ２校

・校舎の大規模改修

２校

・体育館の耐震化及び大

規模改修   ８校

・校舎の耐震化  全校

・校舎の大規模改修２校

・体育館の耐震化 全校

・扇風機整備   全普

通教室

・校舎の大規模改修７校

・エアコン整備  全普

通教室

   【平成２６年度の取り組み状況】

    ・老朽化した校舎の大規模改修を第三小学校北校舎と第二中学校北校舎で実施し、これ

まで７校の改修を行いました。また、学校は災害時の避難所と指定されており、第三

小学校では、非常時の電力確保及び二酸化炭素の削減を目的に太陽光発電設備及び蓄

電池を整備しました。

    ・校舎大規模改修の予定が数年先の学校について、先行してトイレの臭気解消及び便器

を洋式化するため、清明小学校のトイレ大規模改修を行いました。

   【今後の取り組みの方向性】

    ・各学校の実情を踏まえた改修を進めます。

・環境に配慮した太陽光発電をはじめとする省エネ、避難所としての防災機能の強化に

着目した施設整備について研究を進めます。

・校舎、体育館の躯体の耐震改修は全校で終了していますが、屋内運動場の非構造部材

の強化工事を実施して、危険箇所の早期改修に努めます。

（18）学区域等の見直し                （教育総務課）

施設規模や児童・生徒数、学級数、通学距離を考慮し、良好な教育環境を維持する観点か

ら学区域等の見直しを検討します。

具体的施策 隣接学区域との調整区域の設置

大規模開発による学区域の見青し

    開 始 年 度 平成20年度

    数 値 目標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―
・隣接学区域との調整区

域を設定。４校

・学区域の見直し実施

【平成２６年度の取り組み状況】

・平成２３年度に設置した検討委員会の報告書に基づいて、教育環境の平準化や教室不

足の解消に向け、住民説明会及びパブリックコメントを行い、保護者の方や市民の方か

ら寄せられたご意見を踏まえて教育委員会で審議を重ね、平成２５年度に通学区域を変

更しました。下清戸１丁目・３丁目地域の一部区域の通学路について、道路拡幅及び防

犯灯の設置をし通学路の安全対策を行いました。
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【今後の取り組みの方向性】

・平成２６年度に道路拡幅及び防犯灯の設置をした下清戸１丁目・３丁目地域の一部区

域の通学路に、さらなる通学路の安全対策を推進するため、下校時の交通巡視員の配

置、防犯カメラの設置を行うとともに、通学区域の学校に進学することに関する説明

会を行い、対象地域保護者の理解を求め、厳格化を推進していきます。

・緩和措置の終了に伴い新入生は、兄弟姉妹関係を除いて変更後の通学区域の学校に進

学することを厳格化するため、小中学校への進学時にトラブルの出ないよう対象地域

の保護者へは丁寧な説明により理解を求めていきます。

・兄姉のいる世帯が変更前の学校を継続的に長い期間選択した場合、地域からの孤立、

地区活動等に支障が出ないよう早期に変更後の学校への進学を促します。

・中学校の学校選択制度については、通学区域の見直し後も継続しますが、通学区域見

直しの実効性を確保する観点から、改めて検証を行います。

５ 生涯学び社会に貢献する清瀬

（１）生涯学習情報の発信（社会教育事業の一覧地図）

（生涯学習スポーツ課）

市民の生涯学習を学ぶ場と情報の提供をするため、社会教育事業の活動を的確に把握し、

活用できるように情報収集と発信システムを再構築していきます。

    具体的施策 ホームページの再構築  情報誌の発行                                 

   開 始 年 度 平成18年度

   数 値 目 標

   

【平成２６年度の取り組み状況】

・市民の生涯学習の場と情報を提供するため、市ホームページの再構築と情報誌「まな

びすと」年１回７５０部発行しました。

・公共施設予約情報管理システムを活用させ、市内各施設に措置の利用者端末機及びイ

ンターネットと携帯電話・スマートフォンから施設空き情報や施設予約の利用をでき

るようにしました。

【今後の取り組みの方向性】

・平成２７年度以降も市民の生涯学習の場と情報を提供するため、市ホームページの再

構築と情報誌「まなびすと」年１回発行します。

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・ホームページの再構築

・情報誌の発行 年１回

・ホームページの内容の

更新 年間随時

・情報誌の発行 年１回

・公共施設予約情報管理

システムの再構築、利

用者端末機を公共施設

に設置、インターネッ

トと携帯電話からの施

設空き情報と施設予約

の利用

・ホームページの内容の

更新と拡充 年間随時

・公共施設予約情報間の

システムの再構築
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（２）清瀬市民アカデミー（シニア世代の貢献） （生涯学習スポーツ課）

生涯学習を推進し、シニア世代の生きがいづくりと充実した生活を送るために生涯学習の

機会を提供します。

    具体的施策 シルバー健康体操教室 グランドゴルフ教室 ことぶき（シニア）大学

陶芸教室 パソコン講習会（初心者・中級者）

   一般講座・教室 市民大学（市内三大学との連携事業を含む）出前講座

   開 始 年 度 平成18年度

   数 値 目 標                           

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・各種教室・講座の開催

２３教室・講座

・各種教室・講座の振興

と事業成果の検証

・各種教室・講座の振興

と事業成果の発表

・市民大学の開催

・家庭教育に関する講座

の開催

  【平成２６年度の取り組み状況】
・ＩＴ講習１３４回、延べ参加者１，８４３人(ＰＣ談話室、ＰＣ初心者講習、ワード

初歩、エクセル初歩、ワード初級、エクセル初級、Windows7の使い方、年賀状の作

成、インターネット講習)

        ・出前講座１４回、延べ参加者５０６人(５分野２４講座 「福祉関係講座、経済関係講

座、環境関係講座、防災関係講座、税務関係講座、郷土歴史関係講座、生涯学習関係

講座、税金関係講座、健康保険関係講座等」)

・市民講座等

①子供（春休み工作教室「くるくるモーターをつくろう」1回、延べ参加者14人。）

②高齢者（「シニアカレッジ前期」コナン・ドイルと手塚治虫4回、延べ参加者84人。

     方丈記鴨長明の生きた時代4回、延べ参加者208人。歌声喫茶4回、延べ

参加者479人。シニアヨガ6回、延べ参加者193人。おりがみ4回、延べ

参加者103人。男はＩＱ・女は度胸～笑って人生ささえ愛～3回、延べ参

加者123人。

     「シニアカレッジ後期」日本語の魅力発見4回、延べ参加者182人。歌声

喫茶4回、延べ参加者482人。杉文の生涯3回、延べ参加者151人。シニ

アヨガ6回、延べ参加者180人。おりがみ4回、延べ参加者100人。）

③その他（日本語学習支援ボランティア養成講座前期・後期15回、延べ参加者206

人。子どもに響く！声力講座3回、延べ参加者32人。きよせ料理教室2

回、33人。山の歩き方講座4回、延べ参加者66人。自分の魅力発見講座5

回、延べ参加者89人。はじめての能楽1回、延べ参加者58人。初心者陶

芸教室金曜日・土曜日48回、延べ参加者306人。初めての俳句教室6回、

217人。）

       ・大会等

第6回清瀬市石田波郷俳句大会 応募状況

①ジュニアの部 小学校の部 市内公立小学校         4615句

                  その他              51句

           中学校の部 市内公立中学校          1947句

                 その他                        244句
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  ②一般の部                                                      2174句

③新人賞の部                                                  1400句

総計  10431句
【今後の取り組みの方向性】
・市民の生涯学習推進、シニア世代の生きがいづくりと充実した生活を送るために生涯

学習の機会を提供します。各世代を対象とした講座などを企画・立案し、実施します。

・石田波郷俳句大会神津島等、他地域からの投句を積極的に推進します。

  

（３）清瀬人材バンクの創設           （生涯学習スポーツ課）

市民や各団体が持っている特技や能力を人材バンクに登録し、学校教育や生涯学習を推

進するために活用します。（更新制度）

    具体的施策 ジャンル別による登録制度導入

① 家庭生活（食生活、健康、生活経済、生活文化他）

② 教養（言語、人文社会、自然科学、文学他）

③ スポーツ（ダンス、健康スポーツ、武道、野外スポーツ、レクリェ

ーション、球技他）

④ 社会生活（環境衛生、コミュニティ、社会福祉、地方自冶、社会経

済、教育、情報他）

⑤ 芸術文化（絵画、彫刻、版画、工芸、書道、音楽、文芸、茶華道、

手芸、園芸他）

人材バンク活用講座、学校支援ボランティアへの活用

開 始 年 度 平成20年度

数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―

・登録制度の導入

登録制 ３年

更 新 随時

・活用講座の開催 随時

（継続）

・登録制度の拡充

登録制 ３年

更 新 随時

・活用講座の開催 随時

（継続）

【平成２６年度の取り組み状況】

・ 平成２６年度清瀬市人材バンク派遣依頼は２件でした。

・ 人材バンク登録者 ２２人 ５分野 ２２項目

【今後の取り組みの方向性】

・ 「清瀬人材バンク・手と手」を教育、芸術、文化、スポーツ・レクリエーション等の

５分野３４項目の講師登録者の募集、講師派遣依頼の受付を随時行います。

・ 指導者、講師等を探している市民への情報提供と生涯学習活動の手伝いをしていただ

いた市民に、講師となって指導を行っていただくなど登録者の増も含め人材活用に努

めます。また、小中学校に対する学校支援ボランティアの活用についても努めていき

ます。

   

（４）生涯スポーツの推進          （生涯学習スポーツ課）

生涯スポーツを通して広く市民の間にスポーツを普及し、市民の健康増進と体力の向上を

図り、併せてスポーツの振興の発展に寄与することに努めます。
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    具体的施策  スポーツ振興計画の策定・実施計画・事業の推進 第６８回国民体育大

会の競技の開催 国民体育大会実行委員会の設置 競技開催会場の整備

東京都市町村総合体育大会の開催及び実行委員会の設置

    開 始 年 度 平成22年度

数値目標の調整

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

―

・国民体育大会実行委員

会の設置に向けた準備

計画の策定と設立準備

・競技開催会場の整備の

ための設計

・国民体育大会実行委員

会の開催

・国民体育大会実行委員

会専門委員会の開催

・競技開催会場の整備

・国民体育大会リハーサ

ル大会の開催

・スポーツ振興計画の策定

・スポーツ振興計画によ

る実施計画

・スポーツ振興計画によ

る事業の推進

【平成２６年度の取り組み状況】

・多摩・島しょスポーツ振興事業等による日テレベレーザとスフィーダ世田谷ＦＣの親

善試合及び選手によるサッカー教室を実施しました。参加者数は（親善試合・観客数

等350名・ 教室140名）でした。  

  【今後の取り組みの方向性】

    ・スポーツ振興計画の策定と実施計画による事業を推進します。

    ・第48回東京都市町村総合体育大会を実施します。

    ・多摩・島しょスポーツ振興事業「日テレ・ベレーザとスフィーダ世田谷ＦＣによる親

善試合及びサッカー教室」を実施します。
      

（５）ブックスタート事業の推進             （図書館）

   赤ちゃんの時の本との出合い、親子で読む絵本の楽しさ、語りかけの大切さを伝えます。

    具体的施策  ブックリストの配布 絵本の読み聞かせ 講演会の実施

   開 始 年 度 平成18年度

  数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・絵本を通じての親子

のふれあい（継続）

・ブックリストの配布

500～600冊

・絵本の読み聞かせ

        36回

・講演会 平成20年度以

降は0回

・ブックリストの配布

700冊

・絵本の読み聞かせ

48回

・読み聞かせボランティア

の育成と支援 ボラン

ティア登録者  20名
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平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・読み聞かせボランティア

の育成と支援 ボラン

ティア登録者  17名

･・読み聞かせボランティア

養成講座開催   0回

・読み聞かせボランティア

養成講座 平成 27 年度

に3回

   【平成２６年度の取り組み状況】

    ・健康センターで行われる１歳６か月児健診を受診する親子へ、読み聞かせボランティ

アによる絵本の読み聞かせ・手遊びを実施し、併せてブックリストを配布しました。  

１２回 ６００冊

・「赤ちゃんとお母さんのためのおはなしのじかん」は、親子で読書に触れる機会の充実

を図るため、「元町つどいの広場」「ころぽっくるつどいの広場」（児童センター）「竹

丘つどいの広場」「野塩つどいの広場」の４会場で行いました。

４会場 ６０回 １，０６７名

・毎月定期的に勉強会を兼ねた定例会を開催し、読み聞かせボランティアのスキルアッ

プを図りました。                              ８回

【今後の取り組みの方向性】

・１歳６ヶ月児健診時に実施している、乳幼児向けブックリストの配布は、図書館の利

用促進を図るために今後も継続する他、出生届を出しに来られた方への配布も検討し

ます。

    ・ブックリスト「だっこしてよんで」について定期的に改訂版を作成し、常に魅力ある

絵本を紹介しいきます。

    ・読み聞かせボランティアについては、ブックスタート事業への理解を深めることに努

め、積極的な事業への参加を募り、スキルアップの支援を図ります。

    

（６）学校支援の推進                      （図書館）

  公立図書館と学校図書館との連携を深め、学習活動の支援に努めます。また、子供の読書

活動の推進を図ります。

具体的施策 学校を訪問してのブックトーク事業 団体貸し出し・施設見学、職場体験

の受け入れ

   開 始 年 度 平成20年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・学校との連携・支援

（継続）

・学校訪問   6～8校

・団体貸出    5,000冊

・施設見学     150名

・職場体験      15名

・学校訪問     ９校

・団体貸出   7 ,500冊

・施設見学     300名

・職場体験     15名

   【平成２６年度の取り組み状況】

    ・希望のあった市内の公立小学校２年生を訪問し、図書館を紹介する紙芝居、ブックト

ーク等を実施し、読書活動の推進、図書館の利用拡大に努めてきました。

                                   ８校２２クラス
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    ・市内各図書館から最寄の公立学校のクラス単位に、１回１００冊以内の団体貸出を実

施し、学校図書館の本だけでは満足できない子供たちの読書意欲に応えました。

                                ３，３３８冊

    ・図書館の利用促進を目的に、学年毎に来館した児童に図書館の利用方法の説明、館内

の案内、絵本の読み聞かせ、ブックトーク等を実施しました。      ２０６名                        

・図書館を利用するだけでは理解しにくい実際の業務を体験することで、今まで以上に

図書館が身近に感じられるように、学校からの職場体験要請に積極的に協力しました。

                                 ２０名

【今後の取り組みの方向性】

    ・市内の公立小学校への周知を徹底し、連絡を密に取りながら学校訪問によるブックト

ーク等の全校実施を目指します。

    ・学校訪問用図書館紹介紙芝居の改訂を図ります。また、本の紹介やブックトーク等の

実施により、子供たちが本に興味を持つように努めます。

    ・団体貸出用の資料は一般の利用者と共用のため、１館に団体貸出が集中することがな

いよう、児童書を所蔵する５館で効率良く利用の拡大を図ります。

    ・施設見学については、館内整理日や開館時間前の時間を利用し、質疑応答や機器使用

体験等を追加する等、見学内容の充実を図り、図書館への興味を促します。

    ・学校図書館運営支援員と、情報を共有できるようにします。

（７）障害者サービスの推進                  （図書館）

「誰もが利用できる図書館を」の考え方から、心身の障害等のため図書館の利用に支障が

ある方へ、サービスを提供します。

    具体的施策 対面朗読 録音図書作成 宅配サービス

   開 始 年 度 平成１８年度

    数 値 目 標

平成１８年度の状況 平成２２年度 平成２７年度

・誰もが利用できる図

書館（継続）

・対面朗読    11回

・DAISY録音図書作成

       12タイトル

・宅配サ－ビス 25回

・プライベート録音図書作

成  12タイトル 12点

・郵送貸出し   1,450点

・朗読（音訳）ボランティ

アの育成と支援  登録

ボランティア     18人

・対面朗読       50回

・DAISY図書作成

20タイトル

・宅配サ－ビス   40回

・プライベート録音図書作

成  12タイトル12点

・郵送貸出し  1,550点

・朗読（音訳）ボランティ

アの育成と支援 登録ボ

ランティア        30人

  【平成２６年度の取り組み状況】

・元町こども図書館・市内公共施設において、対面朗読を実施しました。   ３５回

・朗読（音訳）ボランティアにより、DAISY録音図書を作成しました。  ４タイトル

・朗読（音訳）ボランティアにより、利用者の要望に応え、プライベート録音図書を作

成しました。                      １７タイトル １７本

・心身の障害等により来館が困難な方へ資料を自宅・施設等へ届ける宅配サービスを実

施しました。                        ３６回 ４０７点
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・利用者のリクエストに応えて所蔵している資料の他、市内の図書館で未所蔵の資料に

ついても、他の自治体の図書館から借用し郵送による貸出を行いました。

                            郵送貸出 １，０３０点

    ・ボランティアの育成に関しては、個々のスキルアップを図るため中級音訳朗読者講習

会を５回にわたり実施したほか、毎月、定例会・勉強会を開催しました。

                定例会・勉強会  ２０回  ボランティア登録者  １７名

   ・「ハンディキャップサービス利用案内」改訂版を発行し、関係機関や障害者団体にも配

布し周知に努めました。

    ・ハンディキャップサービス用資料の目録を整備し、ホームページから閲覧できるよう

にしました。

   【今後の取り組みの方向性】

    ・図書館内のポスター掲示、ホームページへの掲載等、市民の方へサービスの周知を図

ります。

・清瀬駅から近く交通の利便性が良い清瀬けやきホール内の、元町こども図書館に設置

した朗読録音室を拠点とし、対面朗読の一層の充実を図ります。

・DAISY 図書作成については、利用者の要望を考慮しながら地域資料関係を中心に、資

料の充実を図ります。

      ・宅配サービスにおいては、利用の拡大のためサービスの基盤を整えます。

      ・郵送貸出の周知に努め充実を図ります。

     ・朗読（音訳）ボランティアに関しては、ボランティア個々のスキルに合わせた、効率

的な運営を目指します。またボランティア育成のための講習会、勉強会を定期的に実

施し、音訳スキルの向上とボランティアの増員を目指す他、定例会を継続的に実施し、

情報の共有化を図ります。

     ・ホームページから閲覧するハンディキャップサービス用資料の目録を、年度毎に更新

します。

     



50

清瀬市教育委員会事業の点検及び評価について

庭野正和(武蔵野大学教育学部、同大学院教育学研究科教授)

清瀬市教育総合計画マスタープランは、平成１８年度から平成２７年度まで

の１０年間の教育施策について、具体的な数値目標を定めて実施されているも

のである。途中、平成２２年度には当時の状況に一層適切なプランとなるよう

に目標設定の見直しを行い、今日に至っている。

「平成２７年度清瀬市教育委員会の権限に属する管理及び執行の状況の点検

及び報告(平成２６年度分)報告書に係る有識者説明会」が平成２７年７月７日に

実施された。計画が１年間先延ばしされることは説明を受けたが、最終段階に

入ったという認識の下、点検・評価に当たった。

基本理念「活き活きと学び合う清瀬」を掲げ、「当たり前のことを当たり前に

できる教育」を推進してきた現在の姿を、具体的に５つの柱を通して述べる。

１ 地域と共に子どもを育む清瀬

コミュニティはぐくみ円卓会議は５校区で実施された。会議開催目標値１２

回を達成した校区は２区に留まった。開催回数だけが成果ではないが、定期開

催することで地域としての絆が強く固くなることも期待できる。開催回数が少

ない校区や減じた校区の取り組み内容の見直しや、まだ設置されていない校区

での設置に向けた働きかけが欠かせない。

学校サポート組織の充実では、学校運営連絡協議会の設置については市のい

じめ防止基本方針に明記されているが、今後、市民目線での防止策も取り入れ

た柔軟かつ強固な会としていきたい。

児童・生徒の安全の推進については、計画当初から重点的に取り組みがなさ

れている。全ての小中学校がセーフティー教室を実施して具体的な行動様式を

児童・生徒に身に付けさせていることは高く評価できる。防犯カメラの設置は

必要性が高いと認識されているものの、個人情報保護との兼ね合いから難しい

点もあると思われるが、児童・生徒の命に関わる取り組みであることを市民に

徹底して説明することが大切である。

２ 基本的な生活習慣を育む清瀬

健康教育推進運動、小・中学校における食育の推進、学校給食設備・備品等

の充実は、食育をキーワードに関連をもった取り組みであると認識した。大学

と連携した調査が終わったばかりであり、その分析と対策が早急に望まれると

ころである。食は体力とも大きな関わりが認められているので、家庭を含めて

のさらなる啓発活動が重要である。

青少年の体験活動の推進については、中学生の職場体験としての農業従事活

動があると聞き、清瀬市ならではの特色と受け止めた。一方で環境の整った宿
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舎での活動も実施されているとあったが、今の時代の子ども達であるからこそ、

少々の不自由さを乗り越える体験を積ませる企画が欲しい。

社会の基本ルールの形成(大人の模範像の提示)については、漠然と子どもは大

人の背中を見て育てば良しとするばかりでなく、例えば清瀬市としての大人の

模範像を市民から募り、市民全員が一定の行動様式、規範意識をもつようにす

れば、自ずと市民性が高まるものと期待できる。青少年問題の根源は大人社会

であるという認識に立つ方々に協議会委員を委嘱していくことも検討されたい。

３ 美しい緑・自然と文化を誇る清瀬

郷土学習の推進(生活体験)、同(文化財・芸能)では、郷土博物館が開館３０周

年を迎えるほど資料が豊富であると理解した。興味関心のある児童・生徒ばか

りでなく、清瀬に育ち暮らしている市民としての自覚を全ての児童・生徒にも

たせる機会としなくては存在意義が半減してしまう。郷土清瀬を学ぶことは、

清瀬のアイデンティティーを身に付けた人を育てることにつながる。幸いに、

道徳が特別の教科として位置付けられたことで、博学連携事業として確立でき

る環境が整った。郷土の自然や郷土文化を伝え、守ると共に、更にそのことか

ら創造力溢れる活動を生み出す子ども達「清瀬っ子」として育てたい。

文化財保護の推進、市民文化の意識向上は共に生涯学習の視点で大切にされ

なければならない。清瀬を良く知り、清瀬を心から愛し、清瀬を何処よりも心

の拠り所としていく市民は、全ての児童・生徒の憧れの人として存在するよう

にしたい。清瀬市の歴史、経済、地理、自然を何時でもいつまでも学べる機会

を作っていることは評価できる。

学校緑化の推進については、緑の多い清瀬にあっても大事な取り組みである。

児童・生徒はともすれば、自分の身の回りには緑がいつでもあり、それは何も

しなくても手に入るものである、という認識が強いかも知れない。緑のカーテ

ンや校庭の芝生化は、子どもに環境問題を考えさせる機会にもなり、保護者や

地域の人々には協働という発想を促す機会ともなる。充実を期待したい。

４ 学校が自信をもち信頼される清瀬

学力向上アクションプランについては、向上させることの必然性が前提とな

る。どこを目指すかは難しい課題ではあるが、今の学力定着状況を１ポイント

でも２ポイントでも底上げしていこうとする不断の努力を惜しんではならない。

それは教育に携わる人たちの満足でもないし見栄でもない。偏に将来人格の備

わった人となるべく学んでいる児童・生徒のためなのである。他の自治体や学

校との競争はしないが、清瀬市の子供たちの実態を把握して対応する施策(市全

体、各学校)を打つ必要はある。実態調査を国・都・市の三者で行っているが、

それぞれに特徴を発揮することで意義付けたい。特に市独自調査では、国や都

の調査では明らかにできないことに絞るべきである。

学習サポーターや塾講師による放課後補充教室は効果を示して初めて認めら



52

れる事業であるから、実績を大事にする必要がある。費用対効果の検証が欠か

せない。

清瀬教師塾(教員研修事業)は、教員の指導力向上に大いに貢献しているものと

確信した。教員の指導力は教科等の授業力と学級等の経営力の双方によるもの

と考える。どちらも教員本人の学ぼうとする意欲に大きく左右される。学力向

上戦略会議で清瀬の教員にふさわしい研修体系が構築されることを期待する。

命を大切にする心の教育の推進、いじめ問題への対応については、市民の関

心が最も寄せられる項目である。つい最近、岩手県の中学２年生の自殺があっ

たばかりである。委員会や研修会をもつことは大切であるが、それらがどのよ

うに日常働いているかが問われる。誰でも(児童・生徒、教員、保護者)気兼ねな

く相談できる雰囲気を醸し出しているか、担任から管理職へ、もしくは管理職

から教育委員会へ、適時・適切かつ正確に報告がされる体制作りができている

か等、点検することが大事である。

小中連携、保幼小連携事業は、ますます重要性が増してくる課題であり、避

けて通れない。それぞれの組織風土を乗り越えるとともに、教育制度として市

長部局との整合を図る必要がある。

５ 生涯学び社会に貢献する清瀬

清瀬市民アカデミー(シニア世代の貢献)、清瀬人材バンクの創設については、

都内２６市中もっとも高齢化率が高いとの説明に驚きを覚えたが、市長が「健

幸都市」宣言を行ったとも聞き、前向きに実態をとらえて前進する清瀬市を頼

もしく感じた。シニアカレッジは毎回定員をオーバーして盛況であるし、指導

者も養成していることも大いに評価できる。

学校支援の推進については、公立図書館と学校図書館の連携がさらに深まる

ことを望みたい。司書の学校訪問、団体貸出を充実させて、児童・生徒が本を

中心とする文化に接する機会を維持し続けることが大切である。書を読み、考

える子ども達であってほしい。

今回、事業担当責任者から具体的な取り組みの状況と成果及び課題を聞く機

会を得て、清瀬の教育が当たり前のことを当たり前にできる子どもをどのよう

に育てようとしているのか理解できた。更なる充実を目指していただきたい。
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事務事業の点検・評価の結果とその活用の在り方について

橋 本 昭 彦 （国立教育政策研究所総括研究官）

１ 地域と共に子どもを育む清瀬

地域ぐるみで子供をはぐくむための種々の組織を鋭意実施・検討され、子供

たちの安全確保などに成果が上がっていることに敬服する。組織の種類ごとに

気にかけておくべき諸点は指摘しておきたい。「コミュニティはぐくみ円卓会

議」の活動は「見守り」「防災」中心になりがちで、子供の「学び」や「成長」

にじかに関わる活動は少ない。学校運営（連絡）協議会などは委員のなり手の

育成に工夫が要る。学校サポートチームはボランティア的な気持ちの自然な盛

り上がりこそが命である。それぞれの組織の果たす役割や運用の可能性は、地

域・学校によっても異なると思われるので、制度の改廃は大胆にしようとも運

用は柔軟に行うべきであろう。

２ 基本的な生活習慣を育む清瀬

「子育てサポート」諸施策を「総合相談支援センター」に統合するのは喜ば

しい方向である。

農業等に対する理解の学習と連携して、食育や学校給食の事業や施策を展開

していることは本市の教育の特に優れた点であろう。

「食育に関する意識調査」を全家庭対象に実施して課題を洗い出そうとして

いる点も、確かなデータに基づいて施策を着実に進めるという観点から高く評

価できる。今後は、調査結果の分析がこれからの施策の中で「活用」されるこ

とが重要である。分析結果をめぐっては、各係や学校などそれぞれの見識に基

づいて、横断的に議論されるように策を練って頂きたい。

後出の社会教育施設や体験学習を含め、体験活動を多く実施する点が貴重で

ある。取り組みが多岐にわたるだけに、担当者が他の取り組み（目的や重点的

な目標、結果の評価など）を理解し、相互の関連付けができるような態勢に持

って行くことが重要となる。

いずこの自治体も同じであるので問題提起のみしておきたいのは、青少年問

題協議会、児童青少年連絡協議会、地区連絡会等、様々な場で、大変もったい

ないことに見識のあるメンバーによる情報交換に終始してしまうことが少なく

ないことである。何をもって成果とするのかというイメージづくりから、ボト

ムアップな方向で進めてはどうかと考える。

３ 美しい緑・自然と文化を誇る清瀬

郷土博物館や市史編纂の場では、清瀬の豊かな特色や独特の価値の発見・発

信のために有益な情報や観覧の仕掛けが作られている。学校教育や生涯学習の

施策との一層の連携によって、こうした郷土の価値のある情報をますます「活
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用」できるようにして頂きたい。

上のことに関し、清瀬の文化的価値の普及策の一例として、市民や観光客な

どが清瀬についての情報（作文、写真、動画、絵画など）を自発的に作り、発

信することを助長する方策が無いものか。若い職員や生徒を中心にボトムアッ

プで取り組んでもらえないものかと考える。

市史編纂事業では、清瀬の民俗や生活の歴史を身近に感じることができる素

材の発掘・整理が進められている。これらは、青少年が地域への参加・コミュ

ニティ作り・家庭生活・学校生活等々に必要なマナーや知恵について考えるた

めの貴重な資源といえる。社会教育や学校教育の現場職員との連携努力が一層

注目され、奨励されることを望みたい。

郷土博物館における資料のデータ化の取り組みは、清瀬の文化資源の活用や

発信に向けた有益な投資といえるので、相応の予算確保を望みたい。「友の会」

の新展開も期待したいし、情報・文化資源を活用する経路や活用成果について

のイメージを市内で共有して頂きたい。

４ 学校が自信をもち信頼される清瀬

学力向上アクションプランでは学力調査の分析をして教育方法などの改善を

図っている。その他の個々の取り組みでも、調査結果を参考にするなど、一層

の連携を願いたい。

「個に応じた指導を充実」させるために塾講師などの多様な人材を活用する

ことは特筆できる方向性である。これらの人材のマネジメントは容易ではない

が、関係者で話し合って方策を検討してもらいたい。あくまで例であるが、清

瀬の共通習得事項を設定したうえで、その内容をわかりやすく小分けにするこ

とも考えられる。個々の子供の学習ニーズに即応しやすくすれば、学校本体と

の分業もしやすくなり、多様な人材を投入する方法に道筋をつけることができ

る。

「清瀬教師塾」は、現場で教員研修を進める優れた方策として導入されたが、

教員自身の異動の影響もあって運用が難しくなっているとのことであった。努

力量に相応する実効性があるかどうかを考えて、次に好材料が出てくるまで柔

軟に休止や縮小をしてもよいかと思う。

「読書活動」では、「清瀬の１００冊」の指定などによって学校でも教員と生

徒との間で本についての会話が増えているようである。有資格の司書の配置な

どで、今後の成果が期待できる。なお、成果についてはどのような物差し（指

標）で説明が可能か、考えておくことが望まれる。

「命の教育」「キャリア教育」「（学校間）連携教育」などでは、テーマをしぼ

った取り組みは努力としては高く評価できる。子供の立場で、成果（変容）が

現れるように、多様な取り組みと平素の授業や生徒指導との、一層の連携のも

とで取り組みを進めて頂きたい。
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スクールソーシャルワーカーも、他の支援要員と同様に本市の特色ある投資

とみられる。ここでも、同職種・異職種間の人材交流によって、いっそうの効

果を挙げられることを望みたい。

５ 生涯学び社会に貢献する清瀬

シニア層による市民貢献の促進について「生涯参加」による「学びの循環」

の方針を打ち出していることは興味深い。この価値観を市民の間に広げる宣伝

方策を打って、積極的な市民の背中を押すことができればいっそう素晴らしい。

図書館の「ブックスタート」「学校図書館との連携」は魅力的な取り組みであ

る。以後とも利用者や子供たちの作品や反応を広く交流することで、宣伝力や

評価可能性を一層高めたい。

おわりに： 「マスタープラン」最終年度における、前年度の評価結果の活用

について

本来、目標は「投入」よりも学習者の変容に重きをおく「成果目標」を掲げ

たいし、評価結果の活用とは「成果をあげる」ことと考えたい。27 年度はプラ

ン全体を総花的に総括するよりも、成果のあがった事業等は学ぶ側の成果～良

い変容～が定着するような「詰め」を提案し、そうでない事業等は「次」につ

ながる改善点を示すことで計画期間を締めくくって頂きたい。



56

＜資料 1＞

清瀬市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価実施要綱

（目的）

第 1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162 号）

第 27 条の規定に基づき、清瀬市教育委員会（以下 ｢委員会｣ という。）が自らの権限に属

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するために必要な事項を定めること

により、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、市民への説明責任を果たし、市

民に信頼される教育行政を推進することを目的とする。

（定義）

第 2 条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるとお

りとする。

（1）点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組状況や成果について、取りまとめることを

いう。

（2）評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今後の

取組の方向性を示すことをいう。

（点検及び評価の対象）

第 3 条 点検及び評価の対象は、清瀬市教育総合計画マスタープランの基本方針に基づく主

要施策とする。

（点検及び評価の実施）

第 4 条 委員会は点検及び評価は、前年度の清瀬市教育総合計画マスタープランの基本方針

に基づく主要施策の進捗状況を総括するとともに、課題や今後の取組の方向性を示すもの

とし、毎年 1回実施する。

2 委員会は点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用

を図るものとする。

3 委員会は施策及び事業の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者の意見

を聴取する機会を設けるものとする。

4 委員会において点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成し、清瀬

市議会へ提出するとともに公表するものとする。

（学識経験者等の知見の活用）

第 5条 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため､点検・評価に関する有識者

を置く。

（委任）

第 6 条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別

に定める。

附 則

この訓令は、平成 20年 11 月 1日から施行する。
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＜資料2＞  清瀬市教育総合計画マスタープラン（後期実施計画） 概要版

活き活きと学び合う清瀬

～当たり前のことを当たり前にできる教育～

１ マスタープランの見直しの趣旨

清瀬市教育委員会では、「当たり前のことを当たり前にできる教育」をスローガンに平成１８年３

月に平成１８年度から平成２７年度までの 10 年間の教育指針である「清瀬市教育総合計画マスター

プラン」を策定いたしました。

そして、１０年間を前期（平成１８年度から平成２２年度）と後期（平成２３年度から平成２７年

度）に分け、平成２２年度を調整年度とし後期５年間の計画の見直しを行うことといたしました。

この計画が平成２２年度の中間年度を迎え、これまでの重点事業の達成状況等を検証するとともに、

第３次清瀬市長期総合計画の後期基本計画（平成２１年度から平成２７年度）に沿った、より効果的

な施策、事業を展開することを目的に見直しを行うこととしました。

２ マスタープランの性格

このマスタープランは、学校教育と生涯教育が共に補完、協力しあうものとの認識に立ち、改めて

教育を振り返り、現状や課題を見つめ直しました。

そして、市政の基本方針として掲げている「手をつなぎ、心をつむぐ、みどりの清瀬」の視点に立

って、清瀬の教育を市民の皆様とともに考え、共に歩んでいく行動指針とするものです。

そのため、マスタープランの期間における市教育委員会としての具体的な事業を記載するとともに、

その目標も併せて記載いたしました。市民の皆様のご協力やご意見等をいただきながら取り組んでい

きます。

３ 見直しに当たっての基本的な考え方

見直しに当たっての基本的な考え方は、基本方針達成のために展開する５つの柱の各重点事業の平

成２２年度までの目標達成状況を検証し、平成２７年度までの５年間の目標を見直すとともに、平成

１８年度から平成２２年度までの間に新たな教育課題に対応するために立ち上げた新規事業を重点事

業に追加し、また、重点事業をより一層の明確化、効率化を図るための統廃合を行うこととしました。

４ 基本方針

10 年後の清瀬の教育の姿を「活き活きと学び合う清瀬」を基本理念として、「当たり前のことを当

たり前にできる教育」を徹底していきます。

「活き活き」とは、自己満足のレベルに留まらず個々に身に付けているものを互いに学び合いなが

ら、活力のある活発な活動を展開する姿であります。

○ 活き活きとした学び合いができる教育環境を実現します。

○ 当たり前のことを当たり前にできる教育を徹底します。
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また、今までの教育が培ってきた「勤勉さ」「正義感」「生活習慣」「規範意識」等への価値の軽視が、

さまざまな教育課題となっていることから、当たり前のことを当たり前にできる教育を徹底させてい

きます。

５ 目標達成のための５つの柱

活き活きと学び合う清瀬の教育を実現するために「５つの柱」で取り組みます。

（１）地域と共に子どもを育む清瀬

重点事業と具体的施策  ※ Ａ：平成22年度までの到達状況     Ｂ：平成27年度までの目標

① 地域とのつながりを作るコミュニティ会議（Ａ：会議設置２小学校区 Ｂ：同７小学校区）

② 学校サポート組織の充実（Ａ：学校サポートチームの設置５校 Ｂ：同１４校）

③ 広報メディアの拡大（Ａ：ホームページによる情報発信 Ｂ：ホームページ内容の更新・拡充）

④ 児童・生徒の安全の推進（Ａ：安全対策の拡充 Ｂ：安全対策の拡充）

⑤ 青少年の健全育成（スポーツ）（Ａ：スポーツ事業成果の検証 Ｂ：スポーツ事業成果の検証）

⑥ 青少年の健全育成（Ａ：放課後子ども教室小学校８校区 Ｂ：放課後子ども教室小学校９校区）

（２）基本的な生活習慣を育む清瀬

重点事業と具体的施策  ※ Ａ：平成22年度までの到達状況     Ｂ：平成27年度までの目標

① 子育てサポート（Ａ：子育て支援講座の開催、ハンドブック発行 Ｂ：事業成果の検証、ハン

ドブック発行）

② 健康教育推進運動（Ａ：啓発活動の実施 Ｂ：健康教育推進週間設定）

③ 青少年の体験活動の推進（Ａ：健全育成発表会の推進 Ｂ：健全育成発表会の推進）

④ 社会の基本的ルールの形成（Ａ：地区委員会の開催 Ｂ：地区委員会の開催）

⑤ 小・中学校における食育の推進（Ａ：食育指導全体計画作成 Ｂ：食育の推進・拡充）

⑥ 学校給食設備･備品等の充実（Ａ：設備･備品の更新整備、ドライ運用の推進 Ｂ：更新整備・

ドライ運用の推進)

（３）美しい緑・自然と文化を誇る清瀬

重点事業と具体的施策  ※ Ａ：平成22年度までの到達状況     Ｂ：平成27年度までの目標

① 郷土学習の推進（生活体験）（Ａ：自然観察会の実施 Ｂ：ガイドブック作成、観察会等の拡大）

② 郷土学習の推進（文化財・芸能）（Ａ：出前講座の実施 Ｂ：市史編さん委員会の設置及び編集）

③ 文化財保護の推進（Ａ：資料のデータ化 Ｂ：資料データ化・資料公開と推進）

④ 市民文化の意識向上（Ａ：企画展・市内作家展の実施 Ｂ：企画展、鑑賞会等の充実）

⑤ 学校緑化の推進（Ａ：壁面緑化８校、校庭芝生化３校 Ｂ：壁面緑化１４校、校庭芝生化８校）                 

○ だれもが参画し学び合える地域社会を進めていきます。

○ 地域が子どもを育てる取組を充実・発展させていきます。

○ 人として当たり前にできる生活習慣を徹底していきます。

○ 健康教育・食育等を一層充実させていきます。

○ 清瀬の自然や文化を誇る市民を育成します。

○ 学校教育から生涯学習までの取組を統合化していきます。



59
                      

（４）学校が自信を持ち信頼される清瀬

重点事業と具体的施策  ※ Ａ：平成22年度までの到達状況     Ｂ：平成27年度までの目標

① 学力向上アクションプラン（Ａ：平均達成率70％ Ｂ：平均達成率75％、学力向上推進校充実）

② 清瀬教師塾（教員研修事業）（Ａ：教員の参加者1,055人 Ｂ：教員の参加者1,350人）

③ 教育課題研究指定校（Ａ：研究校指定14校 Ｂ：特色化に伴う指定校制度の確立）

④ 外国語（英語）教育の推進（Ａ：英語指導員配置小学校5・6年 年間30時間、中学校 年間13

時間 Ｂ： 同小学校 年間35時間、中学校 年間20時間）

⑤ 読書活動の推進（Ａ：推進校4校、読書活動推進計画策定 Ｂ：学校間相互利用システム構築）

⑥ 体力向上の推進（Ａ：体力向上推進委員会設置、小学校連合運動会実施 Ｂ：体力向上計画作

成、連合運動会継続）

⑦ 命を大切にする心の教育の推進（Ａ：指導の在り方検討委員会設置、心の教育の年間指導計画

作成 Ｂ：心の教育の年間指導計画の改定）

⑧ 特色ある学校づくりの推進（Ａ：全小学校に環境博物館設置 Ｂ：環境教育、読書活動、スポ

ーツ教育等特色ある学校教育の推進）

⑨ キャリア教育の推進（Ａ：職場体験学習 全中学校３日間 Ｂ：同５日間、市独自のキャリア教

育プログラム作成）

⑩ 小中連携校（Ａ：連携校１０校 Ｂ：連携校２０校）

⑪ 保幼小連携（Ａ：合同研修・連絡協議会 Ｂ：合同研修会の実施、小学校区別連絡会の実施）

⑫ 教育なんでもテレホン（Ａ：なんでもテレホンの設置 Ｂ：常駐専門相談員による相談体制）

⑬ いじめ問題への対応（Ａ：いじめ解消率９２．３%、リーフレット作成 Ｂ：同９５%以上、ガ

イドラインの改定）

⑭ 不登校対策（派遣相談員）（Ａ：出現率 小0.26％ 中3.03% Ｂ：同 小0.24%台 中2.78%台）

⑮ 教育相談の充実（Ａ：スーパーバイザー制度 Ｂ：週６日相談体制、平日相談時間の延長）

⑯ 特別支援教育の推進（Ａ：特別支援教室設置 ７校 Ｂ：同 全校）

⑰ 学校施設設備・環境の充実（Ａ：校舎耐震化 全校 Ｂ：校舎大規模改修７校、エアコン整備）

⑱ 学区域等の見直し（Ａ：隣接学区域との調整区域の設定 ４校 Ｂ：学区域の見直し実施）

（５）生涯学び社会に貢献する清瀬

重点事業と具体的施策 ※ Ａ：平成22年度までの到達状況     Ｂ：平成27年度までの目標

① 生涯学習情報の発信（Ａ：ホームページの更新、情報誌発行 Ｂ：ホームページ拡充、情報誌発行）

② 清瀬市民アカデミー（シニア世代の貢献）（Ａ：各種教室・講座の振興と事業成果の検証 Ｂ：

同事業成果の発表、市民大学・家庭教育講座の開催）

③ 清瀬人材バンクの創設（Ａ：登録制度の導入、活用講座の開催 Ｂ：登録制度の拡充）

④ 生涯スポーツの推進（Ａ：国民体育大会実行委員会準備計画の策定、 Ｂ：国民体育大会実行

委員会の開催、競技開催会場の整備、スポーツ振興計画の策定）

⑤ ブックスタート事業の推進（Ａ：ブックリスト配布500冊、絵本読みきかせ36回 Ｂ：同700

冊、48回）

⑥ 学校支援の推進（Ａ：訪問6校、団体貸出5,000冊、施設見学150名 Ｂ：同9校、7,500冊、

○ 子どもに｢確かな学力｣「豊かな人間関係」等が身につくよう鍛えます。

○ 保護者・地域に信頼される学校をつくります。

○ 互いに学び合える環境づくりをより一層進めていきます。

○ 社会貢献へのしくみづくりを確立します。
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300名）

⑦ 障害者サービスの推進（Ａ：対面朗読11回、宅配サービス25回 Ｂ：同50回、同40回）

６ 推進体制

「活き活きと学び合う清瀬」を実現するために、今後 5 年間（平成 27 年度まで）における教育を

集中的・計画的に実施していくために、次の推進体制により目標の実現を図っていきます

■ 教育目標の見直し

マスタープランの実現状況に応じて教育目標を毎年見直し、重点事業と実現状況の整合性を図り

ます。

■ 年度目標の設定・評価

計画の推進に当たっては、毎年度教育委員会において、年度目標の確認（５月）、進行状況の把

握と修正（10月）、年度の目標到達の評価（２月）を行います。

■ 点検評価制度の活用

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条に基づく「教育に関する事務の管理及び執行

の状況の点検及び評価等」により清瀬市教育委員会の権限に関する事務の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表する

ものです。施策の取り組み状況及び今後の取り組みの方向性を明らかにし到達目標に向かって効果

的な教育行政を進めていきます。

■ 外部評価の活用

教育委員会だよりや教育委員会ホームページ等により、マスタープランの進行状況をお知らせす

るとともに、市民から意見や要望がいただけるようにしていきます。

マ ス タ ー プ ラ ン 推 進 体 制

  

４月 教   育   委  員   会

9月

３月

教育目標・事業目標の確認

事業中間報告

次年度事業目標決定

次年度教育目標検討

次年度教育目標決定

事務事業点検評価

教 育 委 員 会 事 務 局

市 長 部 局

行政評価

事業の取組

行政の連絡会議

行政の連絡会議
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